
Ｘ ｉ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 
 
    第１章〜第４章 （略） 
    第５章 付加機能 

（付加機能の提供） 
第 28 条 当社は、Ｘｉ契約者から請求があったときは、別表２（付加機能）に規定する付加機能を提供します。 

 ２〜８ （略） 
 （注１）（略） 
 （注２） 本条第４項に規定する当社が別に定めるものは、別表２（付加機能）に規定するｉモード機能（別表２に規定するｉモ

ード電⼦メールのメールアドレス保管を⾏っている場合であって、基本機能及びアクセス制限に係るものに限ります。）、遠隔管理機
能及び sp モード機能（別表２に規定する sp モード電⼦メールのメールアドレス保管を⾏っている場合に限ります。）とします。 

    第６章〜第９章 （略） 
    第 10 章 料⾦等 
      第１節 （略） 
      第２節 料⾦等の⽀払義務 
 （基本使⽤料等の⽀払義務） 

第 49 条 Ｘｉ契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した⽇から起算して契約の解除があった⽇の前⽇まで
の期間（提供を開始した⽇と解除があった⽇が同⼀の⽇である場合は、１⽇間とします。）について、料⾦表第１表第１（基本使
⽤料）及び第６（ユニバーサルサービス料）に規定する料⾦の⽀払いを、付加機能の提供を開始した⽇から起算して付加機能の
廃⽌があった⽇の前⽇までの期間（提供を開始した⽇と廃⽌があった⽇が同⼀の⽇である場合は、１⽇間とします。）について、料
⾦表第１表第２（付加機能使⽤料）に規定する料⾦の⽀払いを要します。 
 ただし、料⾦表第１表（料⾦）⼜は別表２（付加機能）に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

２ 前項の期間において、利⽤の⼀時中断等によりＸｉを利⽤することができない状態が⽣じたときの基本使⽤料、付加機能使⽤料
及びユニバーサルサービス料（以下「基本使⽤料等」といいます。）の⽀払いは、次によります。 

(1)〜(2) （略）  
(3) 前２号の規定によるほか、Ｘｉ契約者は、次の場合を除き、Ｘｉを利⽤できなかった期間中の基本使⽤料等の⽀払いを要しま

す。 
区       別 ⽀払いを要しない料⾦ 

１ （略） （略） 
２ Ｘｉの電話番号保管をしたとき。 電話番号保管をした⽇から起算し、再び利⽤できる状態とした⽇

の前⽇までの⽇数に対応するそのＸｉについての基本使⽤料及
び付加機能使⽤料（別表２（付加機能）に規定する遠隔管
理機能に係るものを除きます。） 

  ３ （略） 
  第 50 条〜第 93 条 （略） 
 

料⾦表 
 

通則 （略） 
 

 
    第１章〜第４章 （略） 
    第５章 付加機能 

（付加機能の提供） 
第 28 条 当社は、Ｘｉ契約者から請求があったときは、別表２（付加機能）に規定する付加機能を提供します。 

 ２〜８ （略） 
 （注１）（略） 
 （注２） 本条第４項に規定する当社が別に定めるものは、別表２（付加機能）に規定するｉモード機能（別表２に規定するｉモ

ード電⼦メールのメールアドレス保管を⾏っている場合であって、基本機能及びアクセス制限に係るものに限ります。）、グループ管理
機能及び sp モード機能（別表２に規定する sp モード電⼦メールのメールアドレス保管を⾏っている場合に限ります。）とします。 

  第６章〜第９章 （略） 
第 10 章 料⾦等 

      第１節 （略） 
      第２節 料⾦等の⽀払義務 
 （基本使⽤料等の⽀払義務） 

第49条 Ｘｉ契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した⽇から起算して契約の解除があった⽇の前⽇まで
の期間（提供を開始した⽇と解除があった⽇が同⼀の⽇である場合は、１⽇間とします。）について、料⾦表第１表第１（基本
使⽤料）及び第６（ユニバーサルサービス料）に規定する料⾦の⽀払いを、付加機能の提供を開始した⽇から起算して付加機能
の廃⽌があった⽇の前⽇までの期間（提供を開始した⽇と廃⽌があった⽇が同⼀の⽇である場合は、１⽇間とします。）について、
料⾦表第１表第２（付加機能使⽤料）に規定する料⾦の⽀払いを要します。 
 ただし、料⾦表第１表（料⾦）⼜は別表２（付加機能）に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

２ 前項の期間において、利⽤の⼀時中断等によりＸｉを利⽤することができない状態が⽣じたときの基本使⽤料、付加機能使⽤料
及びユニバーサルサービス料（以下「基本使⽤料等」といいます。）の⽀払いは、次によります。 

(1)〜(2) （略）  
(3) 前２号の規定によるほか、Ｘｉ契約者は、次の場合を除き、Ｘｉを利⽤できなかった期間中の基本使⽤料等の⽀払いを要し

ます。 
区       別 ⽀払いを要しない料⾦ 

１ （略） （略） 
２ Ｘｉの電話番号保管をしたとき。 電話番号保管をした⽇から起算し、再び利⽤できる状態とした⽇

の前⽇までの⽇数に対応するそのＸｉについての基本使⽤料及
び付加機能使⽤料（別表２（付加機能）に規定するグループ
管理機能に係るものを除きます。） 

  ３ （略） 
第 50 条〜第 93 条 （略） 
 
料⾦表 

 
通則（略） 

 



第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料⾦を除きます。） 
 第１ （略） 
 第２ 付加機能使⽤料 
   １ 適⽤ 

付 加 機 能 使 ⽤ 料 の 適 ⽤ 
(1) （略） （略） 
(2) ⾝体障がい者等割引の適

⽤を受けている場合の付加
機能使⽤料の適⽤ 

第１（基本使⽤料）の１の(2)に規定する⾝体障がい者等割引の適⽤を受けているＸｉに係
る付加機能使⽤料については、着信短縮ダイヤル機能、ｉモード電⼦メール転送機能、メール着
信通知機能、位置情報通知機能及び遠隔管理機能に係る付加機能使⽤料、位置情報受信
機能における１位置情報蓄積ごとの付加機能使⽤料並びに通話録⾳機能における１通話録⾳
グループごとの付加機能使⽤料を除き、２（料⾦額）に規定する額から、その額に 0.60 を乗じて
得た額を差し引いて適⽤します。 
 ただし、(7)の適⽤を受けているときは、適⽤しません。 

(3)〜(6) （略） （略） 
(7) 付加機能使⽤料の 31 ⽇
間減額適⽤ 

ア 付加機能使⽤料の 31 ⽇間減額適⽤とは、次の(ア)から(ク)に規定するものをいいます。 
(ア)〜(ク)（略） 
(ケ) １のＸｉについて、別表２（付加機能）に規定する遠隔管理機能（基本機能に係るもの
に限ります。以下、この欄において同じとします。）の提供を最初に受けることとなったときは、提供を
受けることとなったその付加機能に係る付加機能使⽤料について、その⽇から起算して 31 ⽇間は
⽀払いを要しないものとし、２（料⾦額）に規定する額から減額して適⽤します。 
 ただし、遠隔管理機能の提供を廃⽌することとなった場合は、この限りでありません。 
イ〜エ （略） 

(8)〜(10) （略） （略） 
２ 料⾦額 

区      分 単   位 
料⾦額（⽉額） 

次の税抜額 
（かっこ内は税込額）

（略） （略） （略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料⾦を除きます。） 
 第１ （略） 
 第２ 付加機能使⽤料 
   １ 適⽤ 

付 加 機 能 使 ⽤ 料 の 適 ⽤ 
(1) （略） （略） 
(2) ⾝体障がい者等割引の適

⽤を受けている場合の付加
機能使⽤料の適⽤ 

第１（基本使⽤料）の１の(2)に規定する⾝体障がい者等割引の適⽤を受けているＸｉに係
る付加機能使⽤料については、着信短縮ダイヤル機能、ｉモード電⼦メール転送機能、メール着
信通知機能、グループ管理機能及び位置情報通知機能に係る付加機能使⽤料、位置情報受
信機能における１位置情報蓄積ごとの付加機能使⽤料並びに通話録⾳機能における１通話録
⾳グループごとの付加機能使⽤料を除き、２（料⾦額）に規定する額から、その額に 0.60 を乗
じて得た額を差し引いて適⽤します。 
 ただし、(7)の適⽤を受けているときは、適⽤しません。 

(3)〜(6) （略） （略） 
(7) 付加機能使⽤料の 31 ⽇
間減額適⽤ 

ア 付加機能使⽤料の 31 ⽇間減額適⽤とは、次の(ア)から(ク)に規定するものをいいます。 
(ア)〜(ク)（略） 
 
 
 
 
 
イ〜エ 

(8)〜(10) （略） （略） 
２ 料⾦額 

区      分 単   位 
料⾦額（⽉額） 

次の税抜額 
（かっこ内は税込額） 

（略） （略） （略） 

グ
ル

プ
管
理
機
能 

タイプＡ（ビジ
ネス mopera あ
んしんマネージャ
ー） 

基本機能 基本額（１管理グループごとに） 1,000 円 (  1,080 円) 

追
加
機
能 

予備管理機能 加算額（１管理回線ごとに） 500 円 (    540 円) 
共通管理機能 加算額（１管理回線ごとに） 500 円 (    540 円) 

  ブラウザ利⽤制限機能⼜は
⼀⻫同報機能 

加算額（１管理グループごとに）  

   登録可能数   
 ５まで  500 円 (    540 円) 
 10 まで  1,000 円 (  1,080 円) 
   15 まで  1,500 円 (  1,620 円) 
   20 まで  2,000 円 (  2,160 円) 
   25 まで  2,500 円 (  2,700 円) 
   30 まで  3,000 円 (  3,240 円) 
   40 まで  4,000 円 (  4,320 円) 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

   50 まで  5,000 円 (  5,400 円) 
   60 まで  6,000 円 (  6,480 円) 
   70 まで  7,000 円 (  7,560 円) 
   80 まで  8,000 円 (  8,640 円) 
   90 まで  9,000 円 (  9,720 円) 
   100 まで  10,000 円 ( 10,800 円) 
   101 以上  別に定める額 
   遠隔初期化機能 加算額（１管理グループごとに）  
   登録可能数  
 ５まで  700 円 (    756 円) 
 10 まで  1,400 円 (  1,512 円) 
   15 まで  2,100 円 (  2,268 円) 
   20 まで  2,800 円 (  3,024 円) 
   25 まで  3,500 円 (  3,780 円) 
   30 まで  4,200 円 (  4,536 円) 
   40 まで  5,600 円 (  6,048 円) 
   50 まで  7,000 円 (  7,560 円) 
   60 まで  8,400 円 (  9,072 円) 
   70 まで  9,800 円 ( 10,584 円) 
   80 まで  11,200 円 ( 12,096 円) 
   90 まで  12,600 円 ( 13,608 円) 
   100 まで  14,000 円 ( 15,120 円) 
   101 以上  別に定める額 
   遠隔カ

スタマイズ
機能 

特定端末設備に係
るもの 

加算額（１管理グループごとに）  

   登録可能数   
   ５まで  500 円 (    540 円) 
    10 まで  1,000 円 (  1,080 円) 
    15 まで  1,500 円 (  1,620 円) 
    20 まで  2,000 円 (  2,160 円) 
    25 まで  2,500 円 (  2,700 円) 
    30 まで  3,000 円 (  3,240 円) 
    40 まで  4,000 円 (  4,320 円) 
    50 まで  5,000 円 (  5,400 円) 
    60 まで  6,000 円 (  6,480 円) 
    70 まで  7,000 円 (  7,560 円) 
    80 まで  8,000 円 (  8,640 円) 
    90 まで  9,000 円 (  9,720 円) 
    100 まで  10,000 円 ( 10,800 円) 
    101 以上  別に定める額 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      特定端末設備以
外の端末設備に係る
もの 

加算額（１管理グループごとに）  

   登録可能数   
   ５まで  350 円 (    378 円) 
    10 まで  700 円 (    756 円) 
    15 まで  1,050 円 (  1,134 円) 
    20 まで  1,400 円 (  1,512 円) 
    25 まで  1,750 円 (  1,890 円) 
    30 まで  2,100 円 (  2,268 円) 
    40 まで  2,800 円 (  3,024 円) 
    50 まで  3,500 円 (  3,780 円) 
    60 まで  4,200 円 (  4,536 円) 
    70 まで  4,900 円 (  5,292 円) 
    80 まで  5,600 円 (  6,048 円) 
    90 まで  6,300 円 (  6,804 円) 
    100 まで  7,000 円 (  7,560 円) 
    101 以上  別に定める額 
   ｉモード管理機能 加算額（１管理回線ごとに） 500 円 (    540 円) 
   閉域接続機能 加算額（１契約者識別番号ごと

に） 
100 円 (    108 円) 

 タイプＢ（ビジ
ネス mopera コマ
ンドダイレクト）

基本機能 基本額（１管理グループごとに）  
 登録可能数  
 100 まで  30,000 円 ( 32,400 円) 
 120 まで  32,400 円 ( 34,992 円) 
  140 まで  37,800 円 ( 40,824 円) 
  160 まで  43,200 円 ( 46,656 円) 
  180 まで  48,600 円 ( 52,488 円) 
  200 まで  54,000 円 ( 58,320 円) 
  250 まで  60,000 円 ( 64,800 円) 
  300 まで  72,000 円 ( 77,760 円) 
  350 まで  84,000 円 ( 90,720 円) 
  400 まで  96,000 円 (103,680 円) 
  401 以上  別に定める額 
  追

加
機
能

おまかせロック設定機能⼜は
電話帳設定機能 

加算額（１管理グループごとに）  

  登録可能数   
   100 まで  10,000 円 ( 10,800 円) 
   120 まで  10,800 円 ( 11,664 円) 
   140 まで  12,600 円 ( 13,608 円) 
   160 まで  14,400 円 ( 15,552 円) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     180 まで  16,200 円 ( 17,496 円) 
   200 まで  18,000 円 ( 19,440 円) 
   250 まで  20,000 円 ( 21,600 円) 
   300 まで  24,000 円 ( 25,920 円) 
   350 まで  28,000 円 ( 30,240 円) 
   400 まで  32,000 円 ( 34,560 円) 
   401 以上  別に定める額 
   ドコモ接続設定機能、ブラウザ

利⽤制限機能⼜は⼀⻫同報機
能 

加算額（１管理グループごとに）  

   登録可能数  
 100 まで  5,000 円 (  5,400 円) 
   120 まで  5,400 円 (  5,832 円) 
   140 まで  6,300 円 (  6,804 円) 
   160 まで  7,200 円 (  7,776 円) 
   180 まで  8,100 円 (  8,748 円) 
   200 まで  9,000 円 (  9,720 円) 
   250 まで  10,000 円 ( 10,800 円) 
   300 まで  12,000 円 ( 12,960 円) 
   350 まで  14,000 円 ( 15,120 円) 
   400 まで  16,000 円 ( 17,280 円) 
   401 以上  別に定める額 
  遠隔初期化機能 加算額（１管理グループごとに）  
   登録可能数  
   100 まで  14,000 円 ( 15,120 円) 
   120 まで  15,120 円(16,329.6 円) 
   140 まで  17,640 円(19,051.2 円) 
   160 まで  20,160 円(21,772.8 円) 
   180 まで  22,680 円(24,494.4 円) 
   200 まで  25,200 円 ( 27,216 円) 
   250 まで  28,000 円 ( 30,240 円) 
   300 まで  33,600 円 ( 36,288 円) 
   350 まで  39,200 円 ( 42,336 円) 
   400 まで  44,800 円 ( 48,384 円) 
   401 以上  別に定める額 
   遠隔カスタマイズ機能 加算額（１管理グループごとに）  
   登録可能数  
 100 まで  7,000 円 (  7,560 円) 
   120 まで  7,560 円 (8,164.8 円) 
   140 まで  8,820 円 (9,525.6 円) 
   160 まで  10,080 円(10,886.4 円) 



 
 
 
 
 
 

 

  

（略） （略） （略） 

   

遠隔管理機能 
（あんしんマネージャー） 

基本機能
タイプＡ 基本額（１契約ごとに） 250 円 (    270 円) 

タイプＢ 基本額（１契約ごとに） 250 円 (    270 円) 

追加機能 閉域接続機能 加算額（１契約ごとに） 100 円 (    108 円) 

 
 

 
 第３ 通信料 

１ 適⽤ 
基本使⽤料の適⽤ 

（略） （略） 

(19) 付加機能の利⽤等に係る通信の
料⾦の適⽤ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア〜イ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ （略） 

   180 まで  11,340 円(12,247.2 円) 
   200 まで  12,600 円 ( 13,608 円) 
   250 まで  14,000 円 ( 15,120 円) 
   300 まで  16,800 円 ( 18,144 円) 
   350 まで  19,600 円 ( 21,168 円) 
   400 まで  22,400 円 ( 24,192 円) 
   401 以上  別に定める額 

（略） （略） （略） 
ワンナンバー機能 １契約ごとに 150 円(162 円) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 第３ 通信料 
１ 適⽤ 

基本使⽤料の適⽤ 
（略） 
 
 

（略） 
 
 

(19) 付加機能の利⽤等に係る通信の
料⾦の適⽤ 
 
 
 
 
 
 
 

ア〜イ （略） 
ウ 別表２に規定するワンナンバー機能を利⽤して⾏なわれる、東⽇本電信電話
株式会社⼜は⻄⽇本電信電話株式会社との相互接続点から専⽤回線等接続
サービス契約約款に定める第８種接続装置の専⽤回線等に係る接続点への通
信（当社が定めるものに限ります。）の料⾦は、その通信に係る他社相互接続通
信の料⾦と合わせて当社が定めることとし、次表の規定により算定した額を適⽤し
ます。 
(ア) (イ)以外のもの 

料⾦種別 料⾦額 
Ｘｉ通信料 Ｘｉへの通信料 33 秒までごとに税抜額 10 円（税

込額 10.8 円) 
(イ) 東⽇本電信電話株式会社⼜は⻄⽇本電信電話株式会社が提供する公
衆電話の電話機等からの通信に係るもの 

料⾦種別 料⾦額 
Ｘｉ通信料 Ｘｉへの通信料 20.5 秒までごとに税込額 10 円 

エ （略） 



（略） （略） 

 
 

 
 

第２表〜第６表 （略） 
 

別表１ （略） 
 
別表２ 付加機能 

種    類 提供条件 
１〜２ （略） （略） 
３ 削除 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（略） （略） 

 
 
 
 

第２表〜第６表 （略） 
 
別表１ （略） 

 
別表２ 付加機能 

種    類 提供条件 
１〜２ （略） （略） 
３ グループ管理機能 

 当社のインターネットホームページ等から、次の(1)から(12)
に定める機能（以下この欄において「追加機能」といいま
す。）のうち、契約者が選択した機能に係る操作を⾏うことが
できる機能（基本機能）をいいます。 

(1) おまかせロック設定機能 
 第 78 条の４ (おまかせロック等) に規定するおまかせロック
及びに端末ロックに係る⼀部の操作を、その契約者が他のＸ
ｉ及びＦＯＭＡに係る操作と合わせて⾏うことができる機能
をいいます。 

(2) ｉモード通信履歴閲覧機能 
 第 81 条の２（ｉモード通信履歴の閲覧) に規定するｉ
モード通信履歴の閲覧に係る⼀部の操作を、その契約者が
他のＸｉ及びＦＯＭＡに係る操作と合わせて⾏うことができ
る機能をいいます。 

(3) ドコモ接続設定機能 
 17 欄に規定するｉモードケータイデータお預かり機能に係る
⼀部の操作を、その契約者が他のＸｉ及びＦＯＭＡに係る
操作と合わせて⾏うことができる機能をいいます。 

(4) 電話帳設定機能 
 17 欄に規定するｉモードケータイデータお預かり機能に係る
⼀部の操作を、その契約者が他のＸｉ及びＦＯＭＡに係る
操作と合わせて⾏うことができる機能をいいます。 

(5) 予備管理機能 
 基本機能において指定した契約者回線以外の契約者回
線において、グループ管理機能に係る操作を⾏うために必要と

(1) Ｘｉ及びＸｉユビキタスに限り提供します。 
(2) グループ管理機能には、タイプＡ（当社のインターネットホ

ームページから操作を⾏うものをいいます。以下この欄におい
て同じとします。）とタイプＢ（当社が提供するＡＰＩを利
⽤して操作を⾏うものをいいます。以下この欄において同じと
します。）があります。 

(3) ｉモード通信履歴閲覧機能及びｉモード管理機能につい
ては、ｉモード機能の提供を受けているＸｉ契約者に限り、
利⽤することができます。 

(4) ドコモ接続設定機能、電話帳設定機能、ブラウザ利⽤制
限機能及び⼀⻫同報機能については、ｉモード機能（特
定端末設備管理機能を利⽤しているときは、ｉモード機能
⼜は sp モード機能）の提供を受けているＸｉ契約者に限
り、利⽤することができます。 

(5) 契約者は、基本機能⼜は追加機能（閉域接続機能を
除きます。）の利⽤の請求⼜は廃⽌の請求を⾏うときは、管
理グループ（そのＸｉ並びにそのＸｉの料⾦と⼀括して料
⾦が請求されるＸｉ及びＦＯＭＡをいいます。以下この欄
において同じとします。）ごとに、請求していただきます。 

(6) (5)の規定にかかわらず、当社は、おまかせロック設定機
能、ｉモード通信履歴閲覧機能、ドコモ接続設定機能及び
電話帳設定機能については、Ｘｉ契約者（タイプＡを選択
している者に限ります。）から利⽤の請求があった 

(7) Ｘｉ契約者は、タイプＡを選択するときは、グループ管理
機能に係る操作を⾏うために必要となる暗証番号を受信す
る１の契約者回線を管理グループ内から、あらかじめ指定し



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なる暗証番号を、受信できるようにする機能をいいます。 
(6) 共通管理機能 

 所属する管理グループ以外の管理グループのグループ管理
機能（その契約者が提供を受けているものに限ります。）に
係る操作を⾏うために必要となる暗証番号を、受信できるよう
にする機能をいいます。 

(7) ブラウザ利⽤制限機能 
 ｉモード機能において、当社が指定する⽅法に限り情報を
受信できるようにする機能をいいます。 

(8) ⼀⻫同報機能 
 当社が定める⽅法により契約者識別番号を使⽤して送信
するｉモード電⼦メールを受信できるようにする機能をいいま
す。 

(9) ｉモード管理機能 
 ｉモード機能を利⽤して、グループ管理機能に係る⼀部の
操作を⾏うことができる機能をいいます。 

(10) 遠隔初期化機能 
 契約者回線に接続されている端末設備（この機能を利⽤
するために必要な機能を有するものに限ります。以下この欄に
おいて同じとします。）に記録されたデータを消去するための
情報を⾃動的に取得するために必要な情報を受信できるよう
にする機能をいいます。 

(11) 遠隔カスタマイズ機能 
 契約者回線に接続されている端末設備の機能制限等をす
るための情報を⾃動的に取得するために必要な情報を受信
できるようにする機能をいいます。 

(12) 特定端末設備管理機能 
ア 契約者が、おまかせロック設定機能、電話帳設定機能及び

ドコモ接続設定機能、ブラウザ利⽤制限機能、⼀⻫同報機
能、遠隔初期化機能⼜は遠隔カスタマイズ機能を利⽤して
いる場合において、それぞれ次の操作を⾏うことができる機能
をいいます。 

(ア) (1)に規定するおまかせロック設定機能について、契約者回
線（イに規定する閉域接続機能の提供を受けている場合を
除き、sp モード機能（33 欄に規定するものをいいます。以
下、この欄において同じとします。）の提供を受けているものに
限ります。）に接続されている端末設備（当社が定めるもの
に限ります。以下この欄において「特定端末設備」といいま
す。）において、第 91 条の５に規定するおまかせロック及び
端末ロックに係る⼀部の操作を、その契約者が他のＦＯＭＡ
及びＸｉに係る操作と合わせて⾏うこと。 

(イ) (3)に規定するドコモ接続設定機能について、特定端末設
備において、sp モード機能及び第 74 条に規定する無線 IP

ていただきます。 
(8) Ｘｉ契約者は、タイプＢを選択するときは、管理グループ

を代表する１のＸｉ⼜はＦＯＭＡをあらかじめ選択していた
だきます。 
 ただし、ｉモード通信履歴閲覧機能、予備管理機能、共
通管理機能、ｉモード管理機能及び特定端末設備管理機
能については、選択することができません。 

(9) Ｘｉ契約者は、ブラウザ利⽤制限機能⼜は⼀⻫同報機
能を利⽤するときは、当社が定める⽅法によりあらかじめ契約
者識別番号を登録していただきます。 

(10) Ｘｉ契約者は、(9)の登録に先⽴って、管理グループご
とに登録できる契約者識別番号等（Ｘｉ⼜はＦＯＭＡの
契約者識別番号をいいます。以下同じとします。）の数(当
社が定める数に限ります。以下「登録可能数」といいます。）
をあらかじめ申し出ていただきます。 

(11) ⼀⻫同報機能を利⽤しているＸｉ契約者は、この機能
を利⽤して送信したｉモード電⼦メール⼜は通知の確認のた
めに必要な情報の送信に係る当社が定める情報を確認する
ことができます。 

(12) 当社は、管理グループに新たにＸｉが追加された場合
⼜は削除された場合は、そのＸｉについて、この機能（利⽤
中断機能を含みます。）の利⽤の請求⼜は廃⽌の請求が
あったものとみなして取り扱います。 

(13) Ｘｉ契約者は、１の管理グループごとに料⾦表第１表
第２（付加機能使⽤料）に規定する料⾦の⽀払いを要す
るものとし、その管理グループを代表する１のＸｉに請求しま
す。 

(14) (13)の規定にかかわらず予備管理機能、共通管理機能
⼜はｉモード管理機能に係る付加機能使⽤料は、その機能
に係る暗証番号を受信することができる契約者回線（以下
「管理回線」といいます。）ごとに⽀払いを要するものとし、そ
の管理回線が含まれる管理グループを代表する１のＸｉに
請求します。 

(15) Ｘｉ契約者は、遠隔初期化機能を利⽤するときは、当
社が定める⽅法により、データを消去するための情報を受信
する契約者回線に係る契約者識別番号及びデータ消去の
対象となる端末設備を、あらかじめ登録していただきます。 

(16) Ｘｉ契約者は、(15)の登録に先⽴って、登録可能数を
あらかじめ申し出ていただきます。 

(17) Ｘｉ契約者は、遠隔カスタマイズ機能を利⽤するとき
は、当社が定める⽅法により機能制限等をするための情報を
受信する契約者回線に係る契約者識別番号及び機能制
限等の対象となる端末設備を、あらかじめ登録していただきま



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アクセスサービスに係る⼀部の操作を、その契約者が他のＸ
ｉ及びＦＯＭＡに係る操作と合わせて⾏うこと。 

(ウ) (4)に規定する電話帳設定機能について、特定端末設備
において、当社が設置した電気通信設備（当社が定めるも
のに限ります。）に保存されたデータの受信に係る操作を、そ
の契約者が他のＸｉ及びＦＯＭＡに係る操作と合わせて⾏
うこと。 

(エ) (7)に規定するブラウザ利⽤制限機能について、sp モード
機能において、当社が指定する⽅法に限り情報を受信できる
ようにすること。 

(オ) (8)に規定する⼀⻫同報機能について、当社が定める⽅
法による通知の確認のために必要な情報を送信できるように
すること 

(カ) (10)に規定する遠隔初期化機能について、特定端末設
備に記録されたデータを消去するための情報を⾃動的に取得
するために必要な情報を受信できるようにすること。 

(キ) (11)に規定する遠隔カスタマイズ機能について、特定端末
設備の機能制限等をするための情報を⾃動的に取得するた
めに必要な情報を受信できるようにすること。 

イ 特定端末設備管理機能を利⽤している契約者は、閉域接
続機能（第 11 種接続装置（専⽤回線等接続サービス契
約約款に規定するイーサネット接続⽤に係るものであって、当
社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとしま
す。）を介して、特定端末設備に係るグループ管理機能に関
する操作を⾏うことができるようにする機能をいいます。）を利
⽤することができます。 

す。 
(18) Ｘｉ契約者は、(17)の登録に先⽴って、登録可能数を

あらかじめ申し出ていただきます。この場合において、Ｘｉ契
約者（タイプＡを選択している者に限ります。）は、機能制
限等の対象となる特定端末設備⼜は端末設備（特定端
末設備を除きます。）ごとに登録可能数を申し出ていただき
ます。 

(19) Ｘｉ契約者は、遠隔カスタマイズ機能に係る端末設備
（特定端末設備を除きます。）の機能制限等をするための
情報が、(17)の規定により指定した端末設備（特定端末
設備を除きます。）において受信されたことを当社が確認した
ときは、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）に規
定する料⾦の⽀払いを要します。 

(20) 当社は、遠隔初期化機能⼜は遠隔カスタマイズ機能の
利⽤に伴い発⽣する損害については、第 63 条（責任の制
限）の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負
うものとし、端末設備に係る情報の変化若しくは消失、動作
不良⼜は第三者との紛議により⽣じた損害その他の損害に
ついては、⼀切の責任を負いません。 

(21) Ｘｉ契約者は、特定端末設備管理機能を利⽤すると
きは、当社が定める⽅法により対象となる特定端末設備をあ
らかじめ登録していただきます。 

(22) 遠隔初期化機能、遠隔カスタマイズ機能⼜は特定端末
設備管理機能を利⽤しているＸｉ契約者（タイプＡを選択
している者に限ります。）は、契約者回線に接続されている
端末設備に係る情報を取得するために必要な情報を受信す
ることができます。 

(23) (22)によるほか、特定端末設備管理機能を利⽤してい
るＸｉ契約者は、契約者回線に接続されている端末設備
について、アプリケーション（当社が定めるものに限ります。）
の設定を⾏うことができます。 

(24) 契約者は、閉域接続機能を利⽤するときは、あらかじめ
１の第 11 種接続装置を指定していただきます。 
 ただし、その第 11 種接続装置に係るビジネス mopera サ
ービスが、専⽤回線等接続サービス契約約款に規定する付
加機能（代表機能を除きます。）の提供を受けているとき
は、指定することができません。 

(25) (24)の規定によるほか、契約者は、閉域接続機能を利
⽤するときは、当社が定める⽅法によりあらかじめ契約者識
別番号を登録していただきます。 

(26) 追加機能（予備管理機能、共通管理機能、ｉモード
管理機能及び閉域接続機能を除きます。）を利⽤するとき
は、それぞれの登録可能数に応じて、料⾦表第１表第２に



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４〜27 （略） （略） 

28 削除 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 （略） （略） 
30 遠隔管理機能（あんしんマネージャー） 
(1) 基本機能 

当社のインターネットホームページ等から、次のア⼜はイに
定める機能のうち、契約者が選択した機能に係る操作を⾏
うことができる機能をいいます。 

ア この機能を利⽤している契約者（タイプ A を選択している者
に限ります。）は、次に定める機能を利⽤することができます。 

(ア) おまかせロック設定機能 
 第 78 条の４ (おまかせロック等) に規定するおまかせロック
及びに端末ロックに係る⼀部の操作を、その契約者が他のＸ
ｉ及びＦＯＭＡに係る操作と合わせて⾏うことができる機能
をいいます。 

(イ) ｉモード通信履歴閲覧機能 
 第 81 条の２（ｉモード通信履歴の閲覧) に規定するｉ
モード通信履歴の閲覧に係る⼀部の操作を、その契約者が
他のＸｉ及びＦＯＭＡに係る操作と合わせて⾏うことができ
る機能をいいます。 

(1) Ｘｉ及びＸｉユビキタスに限り提供します。 
(2) 遠隔管理機能には、タイプＡ（i モード機能（14 欄に規

定するものをいいます。以下、この欄において同じとします。）
の提供を受けているものに限ります。）に接続されている当社
が定める端末設備（特定端末設備を除きます。）に限り利
⽤することができます。）とタイプ B（sp モード機能（8 欄に
規定するものをいいます。以下、この欄において同じとしま
す。）の提供を受けているものに限ります。）に接続されてい
る特定端末設備に限り利⽤することができます。）がありま
す。 

(3) ｉモード通信履歴閲覧機能については、ｉモード機能の
提供を受けている契約者に限り、利⽤することができます。 

(4) ｉモード通信履歴閲覧機能を利⽤するときは、あらかじめ
当社に申し出ていただきます。 

(5) ドコモ接続設定機能、電話帳設定機能、ブラウザ利⽤制
限機能及び⼀⻫同報機能については、タイプ A に係るものは
i モード機能、タイプ B に係るものは sp モード機能の提供を

規定する加算額の⽀払いをそれぞれの機能ごとに要します。 
(27) 閉域接続機能を利⽤するときは、(25)の規定により登

録した契約者識別番号の数に応じて、料⾦表第１表第２
に規定する加算額の⽀払いを要します。 

(28) この機能に係る操作⽅法、操作項⽬その他の提供条件
については、当社が別に定めるところによります。 

（注）(28)に規定する当社が別に定めるところは、「ビジネス
mopera あんしんマネージャー規約」⼜は「ビジネス mopera
コマンドダイレクト規約」に定めるところによります。 

４〜27 （略） （略） 
28 ワンナンバー機能 
 Ｘｉの契約者識別番号を使⽤して⾏なわれる通信（当社が
定めるものに限ります。）を、あらかじめ指定したＩＰ電話番号
（専⽤回線等接続サービス契約約款に規定するワンナンバー
通知機能の提供を受けているビジネス mopera サービスに係る
ものをいいます。以下この欄において「着信先番号」といいま
す。）に係る専⽤回線等の接続点に接続させることができる機
能をいいます。 

(1) Ｘｉ（当社が別に定めるものに限ります。）に限り提供し
ます。 
(2) 当社は、ワンナンバー通知機能により通知された専⽤回線
等への通信の可否に関する情報等に基づいて、Ｘｉの契約者
回線⼜は専⽤回線等に係る接続点へ通信を接続します。 
(3) 当社は、着信先番号に係る契約者の承諾がある場合に
限り、この機能を提供します。 
(4) 着信先番号に係る契約者の承諾が得られなくなったと当
社が認める場合は、この機能を廃⽌します。 
(5) 当社は、⼀般契約⼜は定期契約の名義変更があったとき
⼜は契約者識別番号の変更があったときは、ワンナンバー機能
を廃⽌します。 
(6) この機能に係る設定⽅法その他の条件は、当社が定める
ところによります。 

29 （略） （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ウ) ドコモ接続設定機能 
 17 欄に規定するｉモードケータイデータお預かり機能に係る
⼀部の操作を、その契約者が他のＸｉ及びＦＯＭＡに係る
操作と合わせて⾏うことができる機能をいいます。 

(エ) 電話帳設定機能 
 17 欄に規定するｉモードケータイデータお預かり機能に係る
⼀部の操作を、その契約者が他のＸｉ及びＦＯＭＡに係る
操作と合わせて⾏うことができる機能をいいます。 

(オ) ブラウザ利⽤制限機能 
 ｉモード機能において、当社が指定する⽅法に限り情報を
受信できるようにする機能をいいます。 

(カ) ⼀⻫同報機能 
 当社が定める⽅法により契約者識別番号を使⽤して送信
するｉモード電⼦メールを受信できるようにする機能をいいま
す。 

(キ) 遠隔初期化機能 
 契約者回線に接続されている端末設備（この機能を利⽤
するために必要な機能を有するものに限ります。以下この欄に
おいて同じとします。）に記録されたデータを消去するための
情報を⾃動的に取得するために必要な情報を受信できるよう
にする機能をいいます。 

(ク) 遠隔カスタマイズ機能 
 契約者回線に接続されている端末設備の機能制限等をす
るための情報を⾃動的に取得するために必要な情報を受信
できるようにする機能をいいます。 

イ この機能を利⽤している契約者（タイプ B を選択している者
に限ります。）は、次に定める機能を利⽤することができます。 

 (ア) おまかせロック設定機能 
契約者回線（(2)のアに規定する閉域接続機能の提供

を受けている場合を除き、sp モード機能（33 欄に規定する
ものをいいます。以下、この欄において同じとします。）の提
供を受けているものに限ります。）に接続されている端末設
備（当社が定めるものに限ります。以下この欄において「特
定端末設備」といいます。）において、第 78 条の４に規定
するおまかせロック及び端末ロックに係る⼀部の操作を、その
契約者が他のＦＯＭＡ及びＸｉに係る操作と合わせて⾏
うこと。 

(イ) ドコモ接続設定機能 
特定端末設備において、spモード機能及び第74条に規

定する無線 IP アクセスサービスに係る⼀部の操作を、その契
約者が他のＸｉ及びＦＯＭＡに係る操作と合わせて⾏うこ
と。 

(ウ)電話帳設定機能 

受けている契約者に限り、利⽤することができます。 
(6) 閉域接続機能の提供を受けている契約者は、ブラウザ利

⽤制限機能及びドコモ接続設定機能を利⽤することができ
ません。 

(7) 本機能を選択するときは、あらかじめ１の管理グループ
（本機能を選択するＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯＭＡ及び
ＦＯＭＡユビキタスにより構成される回線群をいいます。以
下、この欄において同じとします。）を指定して当社に申し出
ていただきます。この場合、その申し出が新たに管理グループ
を構成する申出であるときは、その管理グループ代表回線
（管理グループを代表する１のＸｉ、Ｘｉユビキタス、ＦＯ
ＭＡ⼜はＦＯＭＡユビキタスをいいます。以下この欄におい
て同じとします。）を合わせて申し出ていただきます。 

(8) 当社は、契約者から新たに管理グループを構成する申出
があったとき、遠隔管理機能に係る操作を⾏うために必要と
なる暗証番号を管理グループ代表回線契約者回線へ送信
します。 

(9) 契約者は、本機能を利⽤するときは、当社が定める⽅法
により対象となる端末設備をあらかじめ登録していただきま
す。 

(10) 契約者は、前項の規定により登録された端末設備の変
更があったときは、当社が定める⽅法により新たに対象となる
端末設備を登録していただきます。 

(11) ⼀⻫同報機能を利⽤している契約者は、この機能を利
⽤して送信したｉモード電⼦メール⼜は通知の確認のために
必要な情報の送信に係る当社が定める情報を確認すること
ができます。 

(12) 当社は、遠隔初期化機能⼜は遠隔カスタマイズ機能の
利⽤に伴い発⽣する損害については、第 63 条（責任の制
限）の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負
うものとし、端末設備に係る情報の変化若しくは消失、動作
不良⼜は第三者との紛議により⽣じた損害その他の損害に
ついては、⼀切の責任を負いません。 

(13) 遠隔初期化機能、遠隔カスタマイズ機能⼜は特定端末
設備管理機能を利⽤している契約者は、契約者回線に接
続されている端末設備に係る情報を取得するために必要な
情報を受信することができます。 

(14) (13)によるほか、契約者（タイプ B の提供を受けている
者に限ります。）は、契約者回線に接続されている端末設
備について、アプリケーション（当社が定めるものに限りま
す。）の設定を⾏うことができます。 

(15) 契約者は、閉域接続機能を利⽤するときは、あらかじめ
１の第 11 種接続装置を指定していただきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



特定端末設備において、当社が設置した電気通信設備
（当社が定めるものに限ります。）に保存されたデータの受
信に係る操作を、その契約者が他のＸｉ及びＦＯＭＡに
係る操作と合わせて⾏うこと。 

(エ) ブラウザ利⽤制限機能 
sp モード機能において、当社が指定する⽅法に限り情報

を受信できるようにすること。 
(オ) ⼀⻫同報機能 

当社が定める⽅法による通知の確認のために必要な情
報を送信できるようにすること。 

(カ) 遠隔初期化機能 
特定端末設備に記録されたデータを消去するための情報

を⾃動的に取得するために必要な情報を受信できるように
すること。 

(キ) 遠隔カスタマイズ機能 
特定端末設備の機能制限等をするための情報を⾃動的

に取得するために必要な情報を受信できるようにすること。 
(2)  追加機能 

この機能を利⽤している契約者（タイプ B を選択している 
者に限ります。）は、閉域接続機能（第 11 種接続装置
（専⽤回線等接続サービス契約約款に規定するイーサネッ
ト接続⽤に係るものであって、当社が別に定めるものに限りま
す。以下この欄において同じとします。）を介して、特定端末
設備に係る遠隔管理機能に関する操作を⾏うことができる
ようにする機能をいいます。）を利⽤することができます。 

 ただし、その第 11 種接続装置に係るビジネス mopera サ
ービスが、専⽤回線等接続サービス契約約款に規定する付
加機能（代表機能を除きます。）の提供を受けているとき
は、指定することができません。 

(16) (15)の規定によるほか、契約者は、閉域接続機能を利
⽤するときは、当社が定める⽅法によりあらかじめ契約者識
別番号を登録していただきます。 

(17) 閉域接続機能を利⽤するときは、(16)の規定により登
録した契約者識別番号の数に応じて、料⾦表第１表第２
に規定する加算額の⽀払いを要します。 

(18) この機能に係る操作⽅法、操作項⽬その他の提供条
件については、当社が別に定めるところによります。 

（注）(18)に規定する当社が別に定めるところは、「あんしんマ
ネージャーサービス利⽤規約」に定めるところによります。 

 
 
 

別表３〜別表７ （略） 
 

別表８ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 
１ ２以外のもの 

 
地域 事業者名 利⽤できる通信の種類及び国際アウトローミング利⽤料の区分(通話

モード⼜は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通
信回線へ着信する通信に係るものを除きます。)に係るグループ 

通話モード 64kb/s デジタル
通信モード データ通信モード ショートメッセージ

通信モード 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表３〜別表７ （略） 
 

別表８ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 
１ ２以外のもの 

 
地域 事業者名 利⽤できる通信の種類及び国際アウトローミング利⽤料の区分(通話

モード⼜は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通
信回線へ着信する通信に係るものを除きます。)に係るグループ 

通話モード 64kb/s デジタル
通信モード データ通信モード ショートメッセージ

通信モード 



南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
ジ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ミャンマー連邦
共和国 

（略） （略） （略） （略） （略） 

Ooredoo Myanmar Limited 
６ － Ａ ○

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

オ
セ
ア
ニ
ア
地
⽅

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ヨ

ロ

パ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
フ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） 

 
（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成 27 年 11 ⽉ 30 ⽇までの間において提供開始予定であり、それぞれ

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
ジ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ミャンマー連邦
共和国 

（略） （略） （略） （略） （略） 

Ooredoo Myanmar Limited 
△６ － △Ａ △ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

オ
セ
ア
ニ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ヨ

ロ

パ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
フ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） 

 
（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成 27 年 10 ⽉ 31 ⽇までの間において提供開始予定であり、それぞれ 



提供が開始されたときにはインターネット等を利⽤してそのことを掲⽰します。 
 

２ （略） 
 
 

別表９ （略） 
 

附則（平成 27 年９⽉ 18 ⽇経企第 1156 号） 
（実施期⽇） 

１ この改正規定は、平成 27 年 10 ⽉１⽇から実施します。 
   （経過措置） 

２ この改正規定実施前に⽀払い⼜は⽀払わなければならなかったＸｉサービスの料⾦その他の債務については、なお従前のとおりとしま
す。 

   （グループ管理機能に係る経過措置） 
３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適⽤を受けているグループ管理機能（改正前の規定により選択の申込みの承諾

を受けているものを含みます）の料⾦その他の提供条件は次のとおりとします。 
 (1) 付加機能使⽤料については、次表のとおりとします。 

区      分 単   位 
料⾦額（⽉額） 

次の税抜額 
（かっこ内は税込額）

（略） （略） （略） 

グ
ル

プ
管
理
機
能 

タイプＡ（ビジ
ネス mopera あ
んしんマネージャ
ー） 

基本機能 基本額（１管理グループごとに） 1,000 円 (  1,080 円)

追
加
機
能

予備管理機能 加算額（１管理回線ごとに） 500 円 (    540 円) 
共通管理機能 加算額（１管理回線ごとに） 500 円 (    540 円) 

  ブラウザ利⽤制限機能⼜は⼀
⻫同報機能 

加算額（１管理グループごとに）  

   登録可能数   
 ５まで  500 円 (    540 円) 
 10 まで  1,000 円 (  1,080 円)
   15 まで  1,500 円 (  1,620 円)
   20 まで  2,000 円 (  2,160 円)
   25 まで  2,500 円 (  2,700 円)
   30 まで  3,000 円 (  3,240 円)
   40 まで  4,000 円 (  4,320 円)
   50 まで  5,000 円 (  5,400 円)
   60 まで  6,000 円 (  6,480 円)
   70 まで  7,000 円 (  7,560 円)
   80 まで  8,000 円 (  8,640 円)
   90 まで  9,000 円 (  9,720 円)
   100 まで  10,000 円 ( 10,800 円)
   101 以上  別に定める額 
  遠隔初期化機能 加算額（１管理グループごとに）  

提供が開始されたときにはインターネット等を利⽤してそのことを掲⽰します。 
 

２ （略） 
 
 

別表９ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   登録可能数  
 ５まで  700 円 (    756 円) 
 10 まで  1,400 円 (  1,512 円)
   15 まで  2,100 円 (  2,268 円)
   20 まで  2,800 円 (  3,024 円)
   25 まで  3,500 円 (  3,780 円)
   30 まで  4,200 円 (  4,536 円)
   40 まで  5,600 円 (  6,048 円)
   50 まで  7,000 円 (  7,560 円)
   60 まで  8,400 円 (  9,072 円)
   70 まで  9,800 円 ( 10,584 円)
   80 まで  11,200 円 ( 12,096 円)
   90 まで  12,600 円 ( 13,608 円)
   100 まで  14,000 円 ( 15,120 円)
   101 以上  別に定める額 
   遠隔カ

スタマイズ
機能 

特定端末設備に係
るもの 

加算額（１管理グループごとに）  

   登録可能数   
   ５まで  500 円 (    540 円) 
    10 まで  1,000 円 (  1,080 円)
    15 まで  1,500 円 (  1,620 円)
    20 まで  2,000 円 (  2,160 円)
    25 まで  2,500 円 (  2,700 円)
    30 まで  3,000 円 (  3,240 円)
    40 まで  4,000 円 (  4,320 円)
    50 まで  5,000 円 (  5,400 円)
    60 まで  6,000 円 (  6,480 円)
    70 まで  7,000 円 (  7,560 円)
    80 まで  8,000 円 (  8,640 円)
    90 まで  9,000 円 (  9,720 円)
    100 まで  10,000 円 ( 10,800 円)
    101 以上  別に定める額 
    特定端末設備以

外の端末設備に係る
もの 

加算額（１管理グループごとに）  

   登録可能数   
   ５まで  350 円 (    378 円) 
    10 まで  700 円 (    756 円) 
    15 まで  1,050 円 (  1,134 円)
    20 まで  1,400 円 (  1,512 円)
    25 まで  1,750 円 (  1,890 円)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    30 まで  2,100 円 (  2,268 円)
    40 まで  2,800 円 (  3,024 円)
    50 まで  3,500 円 (  3,780 円)
    60 まで  4,200 円 (  4,536 円)
    70 まで  4,900 円 (  5,292 円)
    80 まで  5,600 円 (  6,048 円)
    90 まで  6,300 円 (  6,804 円)
    100 まで  7,000 円 (  7,560 円)
    101 以上  別に定める額 
   ｉモード管理機能 加算額（１管理回線ごとに） 500 円 (    540 円) 
   閉域接続機能 加算額（１契約者識別番号ごと

に） 
100 円 (    108 円) 

 タイプＢ（ビジ
ネス mopera コマ
ンドダイレクト） 

基本機能 基本額（１管理グループごとに）  
  登録可能数  
  100 まで  30,000 円 ( 32,400 円)
  120 まで  32,400 円 ( 34,992 円)
   140 まで  37,800 円 ( 40,824 円)
   160 まで  43,200 円 ( 46,656 円)
   180 まで  48,600 円 ( 52,488 円)
   200 まで  54,000 円 ( 58,320 円)
   250 まで  60,000 円 ( 64,800 円)
   300 まで  72,000 円 ( 77,760 円)
   350 まで  84,000 円 ( 90,720 円)
   400 まで  96,000 円 (103,680 円)
   401 以上  別に定める額 
  追

加
機
能

おまかせロック設定機能⼜は
電話帳設定機能 

加算額（１管理グループごとに）  

  登録可能数   
   100 まで  10,000 円 ( 10,800 円)
   120 まで  10,800 円 ( 11,664 円)
   140 まで  12,600 円 ( 13,608 円)
   160 まで  14,400 円 ( 15,552 円)
   180 まで  16,200 円 ( 17,496 円)
   200 まで  18,000 円 ( 19,440 円)
   250 まで  20,000 円 ( 21,600 円)
   300 まで  24,000 円 ( 25,920 円)
   350 まで  28,000 円 ( 30,240 円)
   400 まで  32,000 円 ( 34,560 円)
   401 以上  別に定める額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ドコモ接続設定機能、ブラウザ
利⽤制限機能⼜は⼀⻫同報機
能 

加算額（１管理グループごとに）  

   登録可能数  
 100 まで  5,000 円 (  5,400 円)
   120 まで  5,400 円 (  5,832 円)
   140 まで  6,300 円 (  6,804 円)
   160 まで  7,200 円 (  7,776 円)
   180 まで  8,100 円 (  8,748 円)
   200 まで  9,000 円 (  9,720 円)
   250 まで  10,000 円 ( 10,800 円)
   300 まで  12,000 円 ( 12,960 円)
   350 まで  14,000 円 ( 15,120 円)
   400 まで  16,000 円 ( 17,280 円)
   401 以上  別に定める額 
   遠隔初期化機能 加算額（１管理グループごとに）  
   登録可能数  
   100 まで  14,000 円 ( 15,120 円)
   120 まで  15,120 円(16,329.6 円)
   140 まで  17,640 円(19,051.2 円)
   160 まで  20,160 円(21,772.8 円)
   180 まで  22,680 円(24,494.4 円)
   200 まで  25,200 円 ( 27,216 円)
   250 まで  28,000 円 ( 30,240 円)
   300 まで  33,600 円 ( 36,288 円)
   350 まで  39,200 円 ( 42,336 円)
   400 まで  44,800 円 ( 48,384 円)
   401 以上  別に定める額 
  遠隔カスタマイズ機能 加算額（１管理グループごとに）  
   登録可能数  
 100 まで  7,000 円 (  7,560 円)
   120 まで  7,560 円 (8,164.8 円)
   140 まで  8,820 円 (9,525.6 円)
   160 まで  10,080 円(10,886.4 円)
   180 まで  11,340 円(12,247.2 円)
   200 まで  12,600 円 ( 13,608 円)
   250 まで  14,000 円 ( 15,120 円)
   300 まで  16,800 円 ( 18,144 円)
   350 まで  19,600 円 ( 21,168 円)
   400 まで  22,400 円 ( 24,192 円)
   401 以上  別に定める額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(2) 本機能の提供条件については、次のとおりとします。 
 ア ｉモード通信履歴閲覧機能及びｉモード管理機能については、ｉモード機能の提供を受けている契約者に限り、利⽤することが 

できます。 
 イ ドコモ接続設定機能、電話帳設定機能、ブラウザ利⽤制限機能及び⼀⻫同報機能については、ｉモード機能（特定端末設備管理

機能を利⽤しているときは、ｉモード機能⼜は sp モード機能）の提供を受けているＸｉ契約者に限り、利⽤することができます。 
 ウ 契約者は、基本機能⼜は追加機能（閉域接続機能を除きます。）の利⽤の請求⼜は廃⽌の請求を⾏うときは、管理グループ（そ

のＸｉ並びにそのＸｉの料⾦と⼀括して料⾦が請求されるＸｉ及びＦＯＭＡをいいます。以下この欄において同じとします。）ごとに、
請求していただきます。 

 エ 契約者は、管理グループごとに登録できる契約者識別番号等（Ｘｉ⼜はＦＯＭＡの契約者識別番号をいいます。以下同じとしま
す。）の数(当社が定める数に限ります。以下「登録可能数」といいます。）をあらかじめ申し出ていただきます。 

 オ 契約者は、追加機能（閉域接続機能を除きます。）の登録に先⽴って、登録可能数をあらかじめ申し出ていただきます。 
 カ 契約者は、遠隔カスタマイズ機能に係る端末設備（特定端末設備を除きます。）の機能制限等をするための情報が、あらかじめ指定

した端末設備（特定端末設備を除きます。）において受信されたことを当社が確認したときは、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料
⾦）に規定する料⾦の⽀払いを要します。 

キ 当社は、遠隔初期化機能⼜は遠隔カスタマイズ機能の利⽤に伴い発⽣する損害については、第 63 条（責任の制限）の規定に該 
当する場合に限り、その規定により責任を負うものとし、端末設備に係る情報の変化若しくは消失、動作不良⼜は第三者との紛議によ 
り⽣じた損害その他の損害については、⼀切の責任を負いません。 

 ク 契約者は、閉域接続機能を利⽤するときは、あらかじめ１の第 11 種接続装置を指定していただきます。 
  ただし、その第 11 種接続装置に係るビジネス mopera サービスが、専⽤回線等接続サービス契約約款に規定する付加機能（代表機 

能を除きます。）の提供を受けているときは、指定することができません。 
 ケ 追加機能（予備管理機能、共通管理機能、ｉモード管理機能及び閉域接続機能を除きます。）を利⽤するときは、それぞれの登

録可能数に応じて、料⾦表第１表第２に規定する加算額の⽀払いをそれぞれの機能ごとに要します。 
 コ 閉域接続機能を利⽤するときは、あらかじめ登録した契約者識別番号の数に応じて、料⾦表第１表第２に規定する加算額 

の⽀払いを要します。 
 サ この機能に係る操作⽅法、操作項⽬その他の提供条件については、当社が別に定める「ビジネス mopera あんしんマネージャー規約」

⼜は「ビジネス mopera コマンドダイレクト規約」に定めるところによります。 
(3) (1)(2)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。 

 ４ 当社は、新たにグループ管理機能に係る利⽤の請求があったときは、次の場合に限り、改正前の規定によりこの機能を提供します。 
   (1) グループ管理機能の提供を受けている契約者が追加機能の追加若しくは廃⽌を請求するとき。 
   (2) グループ管理機能の提供を受けている契約者が追加機能の登録可能数の変更を請求するとき。 
   （ワナンバー機能に係る経過措置） 

５ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適⽤を受けているワンナンバー機能（改正前の規定により選択の申込みの承諾を
受けているものを含みます）の料⾦その他の提供条件は次のとおりとします。 

 (1) 付加機能使⽤料については、次表のとおりとします。 
区      分 単   位 料⾦額（⽉額） 

ワンナンバー機能 １契約ごとに 150 円(162 円) 
(2) (1)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。 

 ６ 当社は、新たにワンナンバー機能に係る利⽤の請求があったときは、第８種接続装置に係る利⽤者と同⼀のＸｉ契約者からの請求
に限り、改正前の規定によりこの機能を提供します。 
 

 



Ｆ Ｏ Ｍ Ａ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 
 
    第１章〜第４章 （略） 
    第５章 付加機能 

（付加機能の提供） 
第 45 条 当社は、ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下第２項において同じとします。）から請求があった

ときは、別表２（付加機能）に規定する付加機能を提供します。この場合において、共⽤ＦＯＭＡに係る契約者は、通話録⾳機
能（別表２に規定するものをいいます。以下この条において同じとします。）に限り、請求することができます。 

２〜12 （略） 
（注１）（略） 
（注２）本条第９項に規定する当社が別に定めるものは、別表２（付加機能）に規定するｉモード機能（別表２に規定するｉモー

ド電⼦メールのメールアドレス保管を⾏っている場合であって、基本機能及びアクセス制限に係るものに限ります。）、sp モード機能
（別表２に規定する sp モード電⼦メールのメールアドレス保管を⾏っている場合に限ります。）及び遠隔管理機能とします。 

第 46 条〜第 47 条 （略） 
 

第６章〜第９章 （略） 
    第 10 章 料⾦等 
      第１節 （略） 
      第２節 料⾦等の⽀払義務 
 （基本使⽤料等の⽀払義務） 

第 64 条 ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡプリペイド契約者を除きます。）は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した
⽇から起算して契約の解除があった⽇の前⽇までの期間（提供を開始した⽇と解除があった⽇が同⼀の⽇である場合は、１⽇間と
します。）について、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）及び第６（ユニバーサルサービス料）に規定する料⾦の⽀払いを、付加
機能の提供を開始した⽇から起算して付加機能の廃⽌があった⽇の前⽇までの期間（提供を開始した⽇と廃⽌があった⽇が同⼀の
⽇である場合は、１⽇間とします。）について、料⾦表第１表第２（付加機能使⽤料）に規定する料⾦の⽀払いを要します。 
 ただし、料⾦表第１表（料⾦）及び別表２ (付加機能) に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

２ 前項の期間において、利⽤の⼀時中断等によりＦＯＭＡサービスを利⽤することができない状態が⽣じたときの基本使⽤料、付加
機能使⽤料及びユニバーサルサービス料（以下「基本使⽤料等」といいます。）の⽀払いは、次によります。 

 
(1) 〜(2) （略） 
(3) 前２号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、ＦＯＭＡサービスを利⽤できなかった期間中の基本使⽤料等の⽀払いを

要します。 
区       別 ⽀払いを要しない料⾦ 

１ （略） （略） 
２ ＦＯＭＡの電話番号保管をしたとき。 電話番号保管をした⽇から起算し、再び利⽤できる状態とした⽇

の前⽇までの⽇数に対応するそのＦＯＭＡについての基本使⽤
料及び付加機能使⽤料（別表２（付加機能）に規定する遠
隔管理機能に係るものを除きます。） 

  ３〜４ （略） 
  第 65 条〜第 101 条 （略） 

 
    第１章〜第４章 （略） 
    第５章 付加機能 

（付加機能の提供） 
第 45 条 当社は、ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡ特定接続契約者を除きます。以下第２項において同じとします。）から請求があった

ときは、別表２（付加機能）に規定する付加機能を提供します。この場合において、共⽤ＦＯＭＡに係る契約者は、通話録⾳機
能（別表２に規定するものをいいます。以下この条において同じとします。）に限り、請求することができます。 

２〜12 （略） 
（注１）（略） 
（注２）本条第９項に規定する当社が別に定めるものは、別表２（付加機能）に規定するｉモード機能（別表２に規定するｉモー

ド電⼦メールのメールアドレス保管を⾏っている場合であって、基本機能及びアクセス制限に係るものに限ります。）、グループ管理機
能及び sp モード機能（別表２に規定する sp モード電⼦メールのメールアドレス保管を⾏っている場合に限ります。）とします。 

第 46 条〜第 47 条 （略） 
 

第６章〜第９章 （略） 
第 10 章 料⾦等 

      第１節 （略） 
      第２節 料⾦等の⽀払義務 
 （基本使⽤料等の⽀払義務） 

第 64 条 ＦＯＭＡ契約者（ＦＯＭＡプリペイド契約者を除きます。）は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始し
た⽇から起算して契約の解除があった⽇の前⽇までの期間（提供を開始した⽇と解除があった⽇が同⼀の⽇である場合は、１⽇間
とします。）について、料⾦表第１表第１（基本使⽤料）及び第６（ユニバーサルサービス料）に規定する料⾦の⽀払いを、付
加機能の提供を開始した⽇から起算して付加機能の廃⽌があった⽇の前⽇までの期間（提供を開始した⽇と廃⽌があった⽇が同
⼀の⽇である場合は、１⽇間とします。）について、料⾦表第１表第２（付加機能使⽤料）に規定する料⾦の⽀払いを要しま
す。 
 ただし、料⾦表第１表（料⾦）及び別表２ (付加機能) に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

２ 前項の期間において、利⽤の⼀時中断等によりＦＯＭＡサービスを利⽤することができない状態が⽣じたときの基本使⽤料、付加
機能使⽤料及びユニバーサルサービス料（以下「基本使⽤料等」といいます。）の⽀払いは、次によります。 

(1) 〜(2) （略） 
(3) 前２号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、ＦＯＭＡサービスを利⽤できなかった期間中の基本使⽤料等の⽀払い

を要します。 
区       別 ⽀払いを要しない料⾦ 

１ （略） （略） 
２ ＦＯＭＡの電話番号保管をしたとき。 電話番号保管をした⽇から起算し、再び利⽤できる状態とした⽇

の前⽇までの⽇数に対応するそのＦＯＭＡについての基本使⽤
料及び付加機能使⽤料（別表２（付加機能）に規定するグ
ループ管理機能に係るものを除きます。） 

  ３〜４ （略） 
第 65 条〜第 101 条 （略） 



 
料⾦表 

 
通則 （略） 

 
第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料⾦を除きます。） 
 第１ （略） 
 第２ 付加機能使⽤料 
   １ 適⽤ 

付 加 機 能 使 ⽤ 料 の 適 ⽤ 
(1)〜(5) （略） （略） 
(6) ⾝体障がい者等割引の適

⽤を受けている場合の付加
機能使⽤料の適⽤ 

第１（基本使⽤料）の１の(7)に規定する⾝体障がい者等割引の適⽤を受けているＦＯＭＡ
及びＦＯＭＡユビキタスに係る付加機能使⽤料については、着信短縮ダイヤル機能、ｉモード電
⼦メール転送機能、メール着信通知機能、位置情報通知機能、ビジネス mopera テレメトリ機能
及び遠隔管理機能に係る付加機能使⽤料、ＦＯＭＡ位置情報受信機能における１位置情報
蓄積ごとの付加機能使⽤料並びに通話録⾳機能における１通話録⾳グループごとの付加機能
使⽤料を除き、２（料⾦額）の規定の額からその額に 0.60 を乗じて得た額を差し引いて適⽤し
ます。 
 ただし、(7)の適⽤を受けているときは、適⽤しません。 

(7) 付加機能使⽤料の 31 ⽇
間減額適⽤ 

ア 付加機能使⽤料の 31 ⽇間減額適⽤とは、次の(ア)から(ク)に規定するものをいいます。 
(ア)〜(ク)（略） 
(ケ) １のＸｉについて、別表２（付加機能）に規定する遠隔管理機能（基本機能に係るもの
に限ります。以下、この欄において同じとします。）の提供を最初に受けることとなったときは、提供を
受けることとなったその付加機能に係る付加機能使⽤料について、その⽇から起算して 31 ⽇間は
⽀払いを要しないものとし、２（料⾦額）に規定する額から減額して適⽤します。 
 ただし、遠隔管理機能の提供を廃⽌することとなった場合は、この限りでありません。 
イ〜エ （略） 

(8)〜(14) （略） （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
料⾦表 

 
通則（略） 

 
第１表 料⾦（国際アウトローミング利⽤料、無線ＩＰアクセス定額料及びその他のサービスの料⾦を除きます。） 
 第１ （略） 
 第２ 付加機能使⽤料 
   １ 適⽤ 

付 加 機 能 使 ⽤ 料 の 適 ⽤ 
(1)〜(5) （略） （略） 
(6) ⾝体障がい者等割引の適

⽤を受けている場合の付加
機能使⽤料の適⽤ 

第１（基本使⽤料）の１の(7)に規定する⾝体障がい者等割引の適⽤を受けているＦＯＭＡ
及びＦＯＭＡユビキタスに係る付加機能使⽤料については、着信短縮ダイヤル機能、ｉモード電
⼦メール転送機能、メール着信通知機能、位置情報通知機能、グループ管理機能及びビジネス
mopera テレメトリ機能に係る付加機能使⽤料、ＦＯＭＡ位置情報受信機能における１位置
情報蓄積ごとの付加機能使⽤料並びに通話録⾳機能における１通話録⾳グループごとの付加
機能使⽤料を除き、２（料⾦額）の規定の額からその額に 0.60 を乗じて得た額を差し引いて適
⽤します。 
 ただし、(7)の適⽤を受けているときは、適⽤しません。 

(7) 付加機能使⽤料の 31 ⽇
間減額適⽤ 

ア 付加機能使⽤料の 31 ⽇間減額適⽤とは、次の(ア)から(ク)に規定するものをいいます。 
(ア)〜(ク)（略） 
 
 
 
 
 
イ〜エ 

(8)〜(14) （略） （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２ 料⾦額 
 ２－１ ２－２以外のもの 

区      分 単   位 
料⾦額（⽉額） 

次の税抜額 
（かっこ内は税込額）

（略） （略） （略） 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

２ 料⾦額 
２－１ ２－２以外のもの 

区      分 単   位 
料⾦額（⽉額） 

次の税抜額 
（かっこ内は税込額） 

（略） （略） （略） 

グ
ル

プ
管
理
機
能 

タイプＡ（ビジ
ネス mopera あ
んしんマネージャ
ー） 

基本機能 基本額（１管理グループごとに） 1,000 円 (  1,080 円) 

追
加
機
能 

予備管理機能 加算額（１管理回線ごとに） 500 円 (    540 円) 
共通管理機能 加算額（１管理回線ごとに） 500 円 (    540 円) 

  ブラウザ利⽤制限機能⼜は
⼀⻫同報機能 

加算額（１管理グループごとに）  

   登録可能数   
 ５まで  500 円 (    540 円) 
 10 まで  1,000 円 (  1,080 円) 
   15 まで  1,500 円 (  1,620 円) 
   20 まで  2,000 円 (  2,160 円) 
   25 まで  2,500 円 (  2,700 円) 
   30 まで  3,000 円 (  3,240 円) 
   40 まで  4,000 円 (  4,320 円) 
   50 まで  5,000 円 (  5,400 円) 
   60 まで  6,000 円 (  6,480 円) 
   70 まで  7,000 円 (  7,560 円) 
   80 まで  8,000 円 (  8,640 円) 
   90 まで  9,000 円 (  9,720 円) 
   100 まで  10,000 円 ( 10,800 円) 
   101 以上  別に定める額 
  遠隔初期化機能 加算額（１管理グループごとに）  
   登録可能数  
 ５まで  700 円 (    756 円) 
 10 まで  1,400 円 (  1,512 円) 
   15 まで  2,100 円 (  2,268 円) 
   20 まで  2,800 円 (  3,024 円) 
   25 まで  3,500 円 (  3,780 円) 
   30 まで  4,200 円 (  4,536 円) 
   40 まで  5,600 円 (  6,048 円) 
   50 まで  7,000 円 (  7,560 円) 
   60 まで  8,400 円 (  9,072 円) 
   70 まで  9,800 円 ( 10,584 円) 
   80 まで  11,200 円 ( 12,096 円) 
   90 まで  12,600 円 ( 13,608 円) 
   100 まで  14,000 円 ( 15,120 円) 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

   101 以上  別に定める額 
   遠隔カ

スタマイズ
機能 

特定端末設備に係
るもの 

加算額（１管理グループごとに）  

   登録可能数   
   ５まで  500 円 (    540 円) 
    10 まで  1,000 円 (  1,080 円) 
    15 まで  1,500 円 (  1,620 円) 
    20 まで  2,000 円 (  2,160 円) 
    25 まで  2,500 円 (  2,700 円) 
    30 まで  3,000 円 (  3,240 円) 
    40 まで  4,000 円 (  4,320 円) 
    50 まで  5,000 円 (  5,400 円) 
    60 まで  6,000 円 (  6,480 円) 
    70 まで  7,000 円 (  7,560 円) 
    80 まで  8,000 円 (  8,640 円) 
    90 まで  9,000 円 (  9,720 円) 
    100 まで  10,000 円 ( 10,800 円) 
    101 以上  別に定める額 
    特定端末設備以

外の端末設備に係る
もの 

加算額（１管理グループごとに）  

   登録可能数   
   ５まで  350 円 (    378 円) 
    10 まで  700 円 (    756 円) 
    15 まで  1,050 円 (  1,134 円) 
    20 まで  1,400 円 (  1,512 円) 
    25 まで  1,750 円 (  1,890 円) 
    30 まで  2,100 円 (  2,268 円) 
    40 まで  2,800 円 (  3,024 円) 
    50 まで  3,500 円 (  3,780 円) 
    60 まで  4,200 円 (  4,536 円) 
    70 まで  4,900 円 (  5,292 円) 
    80 まで  5,600 円 (  6,048 円) 
    90 まで  6,300 円 (  6,804 円) 
    100 まで  7,000 円 (  7,560 円) 
    101 以上  別に定める額 
   ｉモード管理機能 加算額（１管理回線ごとに） 500 円 (    540 円) 
 タイプＢ（ビジ

ネス mopera コマ
ンドダイレクト）

基本機能 基本額（１管理グループごとに）  
 登録可能数  
 100 まで  30,000 円 ( 32,400 円) 
 120 まで  32,400 円 ( 34,992 円) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    140 まで  37,800 円 ( 40,824 円) 
  160 まで  43,200 円 ( 46,656 円) 
  180 まで  48,600 円 ( 52,488 円) 
  200 まで  54,000 円 ( 58,320 円) 
  250 まで  60,000 円 ( 64,800 円) 
  300 まで  72,000 円 ( 77,760 円) 
  350 まで  84,000 円 ( 90,720 円) 
  400 まで  96,000 円 (103,680 円) 
  401 以上  別に定める額 
  追

加
機
能

おまかせロック設定機能⼜は
電話帳設定機能 

加算額（１管理グループごとに）  

  登録可能数   
   100 まで  10,000 円 ( 10,800 円) 
   120 まで  10,800 円 ( 11,664 円) 
   140 まで  12,600 円 ( 13,608 円) 
   160 まで  14,400 円 ( 15,552 円) 
   180 まで  16,200 円 ( 17,496 円) 
   200 まで  18,000 円 ( 19,440 円) 
   250 まで  20,000 円 ( 21,600 円) 
   300 まで  24,000 円 ( 25,920 円) 
   350 まで  28,000 円 ( 30,240 円) 
   400 まで  32,000 円 ( 34,560 円) 
   401 以上  別に定める額 
   ドコモ接続設定機能、ブラウザ

利⽤制限機能⼜は⼀⻫同報機
能 

加算額（１管理グループごとに）  

   登録可能数  
 100 まで  5,000 円 (  5,400 円) 
   120 まで  5,400 円 (  5,832 円) 
   140 まで  6,300 円 (  6,804 円) 
   160 まで  7,200 円 (  7,776 円) 
   180 まで  8,100 円 (  8,748 円) 
   200 まで  9,000 円 (  9,720 円) 
   250 まで  10,000 円 ( 10,800 円) 
   300 まで  12,000 円 ( 12,960 円) 
   350 まで  14,000 円 ( 15,120 円) 
   400 まで  16,000 円 ( 17,280 円) 
   401 以上  別に定める額 
  遠隔初期化機能 加算額（１管理グループごとに）  
   登録可能数  
   100 まで  14,000 円 ( 15,120 円) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

（略） （略） （略） 

   

（略） （略） （略） 

遠隔管理機能 
（あんしんマネージャー） 

基本機能
タイプＡ 基本額（１契約ごとに） 250 円 (    270 円) 

タイプＢ 基本額（１契約ごとに） 250 円 (    270 円) 

 
 
２－２ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   120 まで  15,120 円(16,329.6 円) 
   140 まで  17,640 円(19,051.2 円) 
   160 まで  20,160 円(21,772.8 円) 
   180 まで  22,680 円(24,494.4 円) 
   200 まで  25,200 円 ( 27,216 円) 
   250 まで  28,000 円 ( 30,240 円) 
   300 まで  33,600 円 ( 36,288 円) 
   350 まで  39,200 円 ( 42,336 円) 
   400 まで  44,800 円 ( 48,384 円) 
   401 以上  別に定める額 
   遠隔カスタマイズ機能 加算額（１管理グループごとに）  
   登録可能数  
 100 まで  7,000 円 (  7,560 円) 
   120 まで  7,560 円 (8,164.8 円) 
   140 まで  8,820 円 (9,525.6 円) 
   160 まで  10,080 円(10,886.4 円) 
   180 まで  11,340 円(12,247.2 円) 
   200 まで  12,600 円 ( 13,608 円) 
   250 まで  14,000 円 ( 15,120 円) 
   300 まで  16,800 円 ( 18,144 円) 
   350 まで  19,600 円 ( 21,168 円) 
   400 まで  22,400 円 ( 24,192 円) 
   401 以上  別に定める額 

（略） （略） （略） 

ワンナンバー機能 １契約ごとに 150 円(162 円) 

（略） （略） （略） 
 
 
 
 
 
 

２－２ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 第３ 通信料 

１ 適⽤ 
基本使⽤料の適⽤ 

（略） （略） 
(12) 特定電話番号への通信料の⽉極
割引（ゆうゆうコール）の適⽤ 

ア 特定電話番号への通信料の⽉極割引（以下この欄において「本割引」といい
ます。）とは、第１種契約者が次表に規定する定額料を⽀払った場合に、ＦＯＭ
Ａの契約者回線からの特定電話番号（ＦＯＭＡ契約者があらかじめ指定したＦ
ＯＭＡ、Ｘｉ若しくは回線卸携帯電話の契約者識別番号等、当社が提供する
電話サービス（国際電話サービスを除きます。以下この欄において同じとします。）
の電話番号等若しくは専⽤回線等接続サービスの契約者識別番号等⼜は当社
が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号をいいます。以下こ
の欄において同じとします。）による通信（当社が別に定める通信を除きます。以
下この欄において同じとします。）に関する料⾦の⽉間累計額（他社相互接続通
信に係る料⾦等通信料に合算して請求するものであって、当社が別に定めるものを
含み、(8)の２に規定する料⾦を除きます。）をいいます。以下この欄から(15)欄
において同じとします。）について、同表に規定する額の割引を⾏うことをいいます。
 

区分 割引額 定額料（⽉額）
(ア) ＦＯＭＡ、Ｘｉ、専⽤回線等接
続サービス（第９種接続装置に係るも
のに限ります。）、回線卸携帯電話及
び電話サービスの契約者回線等（当社
が別に定めるものを除きます。）への通
信 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 
イ〜シ （略） 

（略） （略） 

(21) 付加機能の利⽤等に係る通信の
料⾦の適⽤ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア〜イ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 第３ 通信料 
１ 適⽤ 

基本使⽤料の適⽤ 
（略） （略） 
(12) 特定電話番号への通信料の⽉極
割引（ゆうゆうコール）の適⽤ 

ア 特定電話番号への通信料の⽉極割引（以下この欄において「本割引」といい
ます。）とは、第１種契約者が次表に規定する定額料を⽀払った場合に、ＦＯＭ
Ａの契約者回線からの特定電話番号（ＦＯＭＡ契約者があらかじめ指定したＦ
ＯＭＡ、Ｘｉ若しくは回線卸携帯電話の契約者識別番号等、当社が提供する
電話サービス（国際電話サービスを除きます。以下この欄において同じとします。）
の電話番号等若しくは専⽤回線等接続サービスの契約者識別番号等⼜は当社
が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号をいいます。以下こ
の欄において同じとします。）による通信（当社が別に定める通信を除きます。以
下この欄において同じとします。）に関する料⾦の⽉間累計額（他社相互接続通
信に係る料⾦等通信料に合算して請求するものであって、当社が別に定めるものを
含み、(8)の２に規定する料⾦を除きます。）をいいます。以下この欄から(15)欄
において同じとします。）について、同表に規定する額の割引を⾏うことをいいます。 
 

区分 割引額 定額料（⽉額） 
(ア) ＦＯＭＡ、Ｘｉ、専⽤回線等接
続サービス（第８種接続装置及び第
９ 種 接 続 装 置 に 係 る も の に 限 り ま
す。）、回線卸携帯電話及び電話サー
ビスの契約者回線等（当社が別に定め
るものを除きます。）への通信 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 
イ〜シ （略） 

（略） （略） 

(21) 付加機能の利⽤等に係る通信の
料⾦の適⽤ 
 
 
 
 
 
 
 

ア〜イ （略） 
ウ 別表２に規定するワンナンバー機能を利⽤して⾏なわれる、東⽇本電信電話
株式会社⼜は⻄⽇本電信電話株式会社との相互接続点から専⽤回線等接続
サービス契約約款に定める第８種接続装置の専⽤回線等に係る接続点への通
信（当社が定めるものに限ります。）の料⾦は、その通信に係る他社相互接続通
信の料⾦と合わせて当社が定めることとし、次表の規定により算定した額を適⽤し
ます。 
(ア) (イ)以外のもの 

料⾦種別 料⾦額 
FOMA 通 信
料 

FOMA への通信
料 

33 秒までごとに税抜額 10 円（税
込額 10.8 円) 

(イ) 東⽇本電信電話株式会社⼜は⻄⽇本電信電話株式会社が提供する公
衆電話の電話機等からの通信に係るもの 

料⾦種別 料⾦額 



 
ウ （略） 

(23) 専⽤回線等への通信に関する料⾦
等の適⽤ 
 
 
 

ア （略） 
イ 専⽤回線等接続サービスに係る接続点への通信（専⽤回線等接続サービス
契約約款に規定する第９種接続装置を介して⾏われた通信に限ります。）に関
する料⾦の適⽤については、２（料⾦額）の規定により算定した額を適⽤しま
す。 

 
 

  第３〜第７ （略） 
第２表〜第７表 （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表１ （略） 
別表２ 付加機能 

種    類 提供条件 
１〜21 （略） （略） 
３ 削除 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOMA 通 信
料 

FOMA への通信
料 

20.5 秒までごとに税込額 10 円 

エ （略） 
(23) 専⽤回線等への通信に関する料⾦
等の適⽤ 
 
 
 

ア （略） 
イ 専⽤回線等接続サービスに係る接続点への通信（専⽤回線等接続サービス
契約約款に規定する第８種接続装置⼜は第９種接続装置を介して⾏われた通
信に限ります。）に関する料⾦の適⽤については、２（料⾦額）の規定により算
定した額を適⽤します。 

 
 
第３〜第７ （略） 
第２表〜第７表 （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
別表１ （略） 
別表２ 付加機能 

種    類 提供条件 
１〜21 （略） （略） 
22 グループ管理機能 

 当社のインターネットホームページ等から、次の(1)から(12)
に定める機能（以下この欄において「追加機能」といいま
す。）のうち、契約者が選択した機能に係る操作を⾏うことが
できる機能（基本機能）をいいます。 

(1) おまかせロック設定機能 
 第 91 条の５ (おまかせロック等) に規定するおまかせロック
及びに端末ロックに係る⼀部の操作を、その契約者が他のＦ
ＯＭＡ及びＸｉに係る操作と合わせて⾏うことができる機能
をいいます。 

(2) ｉモード通信履歴閲覧機能 
 第 98 条の２ (ｉモード通信履歴の閲覧）に規定するｉ
モード通信履歴の閲覧に係る⼀部の操作を、その契約者が
他のＦＯＭＡ及びＸｉに係る操作と合わせて⾏うことができ
る機能をいいます。 

(3) ドコモ接続設定機能 
 ７欄に規定するｉモード機能に係る⼀部の操作を、その契

(1) ＦＯＭＡ（共⽤ＦＯＭＡに係るものを除きます。以下こ
の欄において同じとします。）に限り提供します。 

(2) グループ管理機能には、タイプＡ（当社のインターネットホ
ームページから操作を⾏うものをいいます。以下この欄におい
て同じとします。）とタイプＢ（当社が提供するＡＰＩを利
⽤して操作を⾏うものをいいます。以下この欄において同じと
します。）があります。 

(3) ｉモード通信履歴閲覧機能及びｉモード管理機能につい
ては、ｉモード機能の提供を受けている契約者に限り、利⽤
することができます。 

(4) ドコモ接続設定機能、電話帳設定機能、ブラウザ利⽤制
限機能及び⼀⻫同報機能については、ｉモード機能（特
定端末設備管理機能を利⽤しているときは、ｉモード機能
⼜は sp モード機能）の提供を受けている契約者に限り、利
⽤することができます。 

(5) 契約者は、基本機能⼜は追加機能の利⽤の請求⼜は
廃⽌の請求を⾏うときは、管理グループ（そのＦＯＭＡ並び



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 約者が他のＦＯＭＡ及びＸｉに係る操作と合わせて⾏うこ
とができる機能をいいます。 

(4) 電話帳設定機能 
 21 欄に規定するｉモードケータイデータお預かり機能に係る
⼀部の操作を、その契約者が他のＦＯＭＡ及びＸｉに係る
操作と合わせて⾏うことができる機能をいいます。 

(5) 予備管理機能 
 基本機能において指定した契約者回線以外の契約者回
線において、グループ管理機能に係る操作を⾏うために必要と
なる暗証番号を、受信できるようにする機能をいいます。 

(6) 共通管理機能 
 所属する管理グループ以外の管理グループのグループ管理
機能（その契約者が提供を受けているものに限ります。）に
係る操作を⾏うために必要となる暗証番号を、受信できるよう
にする機能をいいます。 

(7) ブラウザ利⽤制限機能 
 ｉモード機能において、当社が指定する⽅法に限り情報を
受信できるようにする機能をいいます。 

(8) ⼀⻫同報機能 
 当社が定める⽅法により契約者識別番号を使⽤して送信
するｉモード電⼦メールを受信できるようにする機能をいいま
す。 

(9) ｉモード管理機能 
 ｉモード機能を利⽤して、グループ管理機能に係る⼀部の
操作を⾏うことができる機能をいいます。 

(10) 遠隔初期化機能 
 契約者回線に接続されている端末設備（この機能を利⽤
するために必要な機能を有するものに限ります。以下この欄に
おいて同じとします。）に記録されたデータを消去するための
情報を⾃動的に取得するために必要な情報を受信できるよう
にする機能をいいます。 

(11) 遠隔カスタマイズ機能 
 契約者回線に接続されている端末設備の機能制限等をす
るための情報を⾃動的に取得するために必要な情報を受信
できるようにする機能をいいます。 

(12) 特定端末設備管理機能 
 契約者が、おまかせロック設定機能、電話帳設定機能及び
ドコモ接続設定機能、ブラウザ利⽤制限機能、⼀⻫同報機
能、遠隔初期化機能⼜は遠隔カスタマイズ機能を利⽤して
いる場合において、それぞれ次の操作を⾏うことができる機能
をいいます。 

ア (1)に規定するおまかせロック設定機能について、契約者回
線（sp モード機能（33 欄に規定するものをいいます。以下

にそのＦＯＭＡの料⾦と⼀括して料⾦が請求されるＦＯＭ
Ａ及びＸi をいいます。以下この欄において同じとします。）ご
とに、請求していただきます。 

(6) (5)の規定にかかわらず、当社は、おまかせロック設定機
能、ｉモード通信履歴閲覧機能、ドコモ接続設定機能及び
電話帳設定機能については、契約者（タイプＡを選択して
いる者に限ります。）から利⽤の請求があったものとみなして
取り扱います。 

(7) 契約者は、タイプＡを選択するときは、グループ管理機能
に係る操作を⾏うために必要となる暗証番号を受信する１の
契約者回線を管理グループ内から、あらかじめ指定していた
だきます。 

(8) 契約者は、タイプＢを選択するときは、管理グループを代
表する１のＦＯＭＡ⼜はＸｉ及び利⽤する追加機能をあ
らかじめ選択していただきます。 
 ただし、ｉモード通信履歴閲覧機能、予備管理機能、共
通管理機能、ｉモード管理機能及び特定端末設備管理機
能については、選択することができません。 

(9) 契約者は、ブラウザ利⽤制限機能⼜は⼀⻫同報機能を
利⽤するときは、当社が定める⽅法によりあらかじめ契約者
識別番号を登録していただきます。 

(10) 契約者は、(9)の登録に先⽴って、管理グループごとに登
録できる契約者識別番号（ＦＯＭＡ⼜はＸｉの契約者
識別番号をいいます。以下同じとします。）の数 (当社が定
める数に限ります。以下「登録可能数」といいます。）をあら
かじめ申し出ていただきます。 

(11)  ⼀⻫同報機能を利⽤している契約者は、この機能を利
⽤して送信したｉモード電⼦メール⼜は通知の確認のために
必要な情報の送信に係る当社が定める情報を確認すること
ができます。 

(12) 当社は、管理グループに新たにＦＯＭＡが追加された
場合⼜は削除された場合は、そのＦＯＭＡについて、この機
能（追加機能を含みます。）の利⽤の請求⼜は廃⽌の請
求があったものとみなして取り扱います。 

(13) 契約者は、１の管理グループごとに料⾦表第１表第２
（付加機能使⽤料）に規定する料⾦の⽀払いを要するも
のとし、その管理グループを代表する１のＦＯＭＡに請求し
ます。 

(14) (13)の規定にかかわらず予備管理機能、共通管理機能
⼜はｉモード管理機能に係る付加機能使⽤料は、その機能
に係る暗証番号を受信することができる契約者回線（以下
「管理回線」といいます。）ごとに⽀払いを要するものとし、そ
の管理回線が含まれる管理グループを代表する１のＦＯＭ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この欄において同じとします。）の提供を受けているものに限り
ます。）に接続されている端末設備（当社が定めるものに限
ります。以下この欄において「特定端末設備」といいます。）に
おいて、第 91 条の５に規定するおまかせロック及び端末ロック
に係る⼀部の操作を、その契約者が他のＦＯＭＡ及びＸｉ
に係る操作と合わせて⾏うこと。 

イ (3)に規定するドコモ接続設定機能について、特定端末設
備において、spモード機能及び第88条の３に規定する無線
IP アクセスサービスに係る⼀部の操作を、その契約者が他の
ＦＯＭＡ及びＸｉに係る操作と合わせて⾏うこと。 

ウ (4)に規定する電話帳設定機能について、特定端末設備に
おいて、当社が設置した電気通信設備（当社が定めるもの
に限ります。）に保存されたデータの受信に係る操作を、その
契約者が他のＦＯＭＡ及びＸｉに係る操作と合わせて⾏う
こと。 

エ (7)に規定するブラウザ利⽤制限機能について、sp モード機
能において、当社が指定する⽅法に限り情報を受信できるよ
うにすること。 

オ (8)に規定する⼀⻫同報機能について、当社が定める⽅法
による通知の確認のために必要な情報を送信できるようにす
ること。 

カ (10)に規定する遠隔初期化機能について、特定端末設備
に記録されたデータを消去するための情報を⾃動的に取得す
るために必要な情報を受信できるようにすること。 

キ (11)に規定する遠隔カスタマイズ機能について、特定端末
設備の機能制限等をするための情報を⾃動的に取得するた
めに必要な情報を受信できるようにすること。 

Ａに請求します。 
(15) 契約者は、遠隔初期化機能を利⽤するときは、当社が

定める⽅法により、データを消去するための情報を受信する
契約者回線に係る契約者識別番号及びデータ消去の対象
となる端末設備を、あらかじめ登録していただきます。 

(16) 契約者は、(15)の登録に先⽴って、登録可能数をあら
かじめ申し出ていただきます。 

(17) 契約者は、遠隔カスタマイズ機能を利⽤するときは、当
社が定める⽅法により機能制限等をするための情報を受信
する契約者回線に係る契約者識別番号及び機能制限等
の対象となる端末設備を、あらかじめ登録していただきます。 

(18) 契約者は、(17)の登録に先⽴って、登録可能数をあら
かじめ申し出ていただきます。この場合において、契約者（タ
イプＡを選択している者に限ります。）は、機能制限等の対
象となる特定端末設備⼜は端末設備（特定端末設備を
除きます。）ごとに登録可能数を申し出ていただきます。 

(19) 契約者は、遠隔カスタマイズ機能に係る端末設備（特
定端末設備を除きます。）の機能制限等をするための情報
が、(17)の規定により指定した端末設備（特定端末設備
を除きます。）において受信されたことを当社が確認したとき
は、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料⾦）に規定す
る料⾦の⽀払いを要します。 

(20) 当社は、遠隔初期化機能⼜は遠隔カスタマイズ機能の
利⽤に伴い発⽣する損害については、第 80 条（責任の制
限）の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負
うものとし、端末設備に係る情報の変化若しくは消失、動作
不良⼜は第三者との紛議により⽣じた損害その他の損害に
ついては、⼀切の責任を負いません。 

(21) 契約者は、特定端末設備管理機能を利⽤するときは、
当社が定める⽅法により対象となる特定端末設備をあらかじ
め登録していただきます。 

(22) 遠隔初期化機能、遠隔カスタマイズ機能⼜は特定端末
設備管理機能を利⽤している契約者（タイプＡを選択して
いる者に限ります。）は、契約者回線に接続されている端末
設備に係る情報を取得するために必要な情報を受信するこ
とができます。 

(23) (22)によるほか、特定端末設備管理機能を利⽤してい
る契約者は、契約者回線に接続されている端末設備につい
て、アプリケーション（当社が定めるものに限ります。）の設定
を⾏うことができます。 

(24) 追加機能（予備管理機能、共通管理機能及びｉモー
ド管理機能を除きます。）を利⽤したときは、それぞれの登録
可能数に応じて、料⾦表第１表第２に規定する加算額の



 
 
 
 
 
 
23〜24 （略） （略） 

25 削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

26〜29 （略） （略） 

⽀払いをそれぞれの機能ごとに要します。 
(25) この機能に係る操作⽅法、操作項⽬その他の提供条件

については、当社が別に定めるところによります。 
（注）(25)に規定する当社が別に定めるところは、「ビジネス

mopera あんしんマネージャー規約」⼜は「ビジネス mopera
コマンドダイレクト規約」に定めるところによります。 

23〜24 （略） （略） 

25 ワンナンバー機能 
 ＦＯＭＡの契約者識別番号を使⽤して⾏なわれる通信
（当社が定めるものに限ります。）を、あらかじめ指定したＩＰ
電話番号（専⽤回線等接続サービス契約約款に規定するワ
ンナンバー通知機能の提供を受けているビジネス mopera サー
ビスに係るものをいいます。以下この欄において「着信先番号」と
いいます。）に係る専⽤回線等の接続点に接続させることがで
きる機能をいいます。 

(1) ＦＯＭＡ（当社が別に定めるものに限ります。）に限り
提供します。 
(2) 当社は、ワンナンバー通知機能により通知された専⽤回線
等への通信の可否に関する情報等に基づいて、ＦＯＭＡの契
約者回線⼜は専⽤回線等に係る接続点へ通信を接続しま
す。 
(3) 当社は、着信先番号に係る契約者の承諾がある場合に
限り、この機能を提供します。 
(4) 着信先番号に係る契約者の承諾が得られなくなったと当
社が認める場合は、この機能を廃⽌します。 
(5) 当社は、⼀般契約⼜は定期契約の名義変更があったとき
⼜は契約者識別番号の変更があったときは、ワンナンバー機能
を廃⽌します。 
(6) この機能に係る設定⽅法その他の条件は、当社が定める
ところによります。 

26〜29 （略） （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 遠隔管理機能（あんしんマネージャー） 
(1) 基本機能 

当社のインターネットホームページ等から、次のア⼜はイに
定める機能のうち、契約者が選択した機能に係る操作を⾏
うことができる機能をいいます。 

ア この機能を利⽤している契約者（タイプ A を選択している者
に限ります。）は、次に定める機能を利⽤することができます。 

(ア) おまかせロック設定機能 
 第 91 条の５ (おまかせロック等) に規定するおまかせロック
及びに端末ロックに係る⼀部の操作を、その契約者が他のＦ
ＯＭＡ及びＸｉに係る操作と合わせて⾏うことができる機能
をいいます。 

(イ) ｉモード通信履歴閲覧機能 
 第 98 条の２ (ｉモード通信履歴の閲覧）に規定するｉ
モード通信履歴の閲覧に係る⼀部の操作を、その契約者が
他のＦＯＭＡ及びＸｉに係る操作と合わせて⾏うことができ
る機能をいいます。 

(ウ) ドコモ接続設定機能 
 ７欄に規定するｉモード機能に係る⼀部の操作を、その契
約者が他のＦＯＭＡ及びＸｉに係る操作と合わせて⾏うこ
とができる機能をいいます。 

(エ) 電話帳設定機能 
 21 欄に規定するｉモードケータイデータお預かり機能に係る
⼀部の操作を、その契約者が他のＦＯＭＡ及びＸｉに係る
操作と合わせて⾏うことができる機能をいいます。 

(オ) ブラウザ利⽤制限機能 
 ｉモード機能において、当社が指定する⽅法に限り情報を
受信できるようにする機能をいいます。 

(カ) ⼀⻫同報機能 
 当社が定める⽅法により契約者識別番号を使⽤して送信
するｉモード電⼦メールを受信できるようにする機能をいいま
す。 

(キ) 遠隔初期化機能 
 契約者回線に接続されている端末設備（この機能を利⽤
するために必要な機能を有するものに限ります。以下この欄に
おいて同じとします。）に記録されたデータを消去するための
情報を⾃動的に取得するために必要な情報を受信できるよう
にする機能をいいます。 

(ク) 遠隔カスタマイズ機能 
 契約者回線に接続されている端末設備の機能制限等をす
るための情報を⾃動的に取得するために必要な情報を受信
できるようにする機能をいいます。 

 

(1) ＦＯＭＡ（共⽤ＦＯＭＡに係るものを除きます。以下こ
の欄において同じとします。）に限り提供します。 

(2) 遠隔管理機能には、タイプＡ（i モード機能（7 欄に規
定するものをいいます。以下、この欄において同じとします。）
の提供を受けているものに限ります。）に接続されている端末
設備（当社が定めるもの（タイプ B に係るものを除きま
す。）に限り利⽤することができます。）とタイプ B（sp モード
機能（33 欄に規定するものをいいます。以下、この欄におい
て同じとします。）の提供を受けているものに限ります。）に
接続されている端末設備（当社が定めるもの（タイプ A に
係るものを除きます。）に限り利⽤することができます。）があ
ります。 

(3) ｉモード通信履歴閲覧機能については、ｉモード機能の
提供を受けている契約者に限り、利⽤することができます。 

(4) ｉモード通信履歴閲覧機能を利⽤するときは、あらかじめ
当社に申し出ていただきます。 

(5) ドコモ接続設定機能、電話帳設定機能、ブラウザ利⽤制
限機能及び⼀⻫同報機能については、タイプ A に係るものは
i モード機能、タイプ B に係るものは sp モード機能の提供を
受けている契約者に限り、利⽤することができます。 

(6) 本機能を選択するときは、あらかじめ１の管理グループ
（本機能を選択するＦＯＭＡ、ＦＯＭＡユビキタス、Ｘｉ
及びＸｉユビキタスにより構成される回線群をいいます。以
下、この欄において同じとします。）を指定して当社に申し出
ていただきます。この場合、その申し出が新たに管理グループ
を構成する申出であるときは、その管理グループ代表回線
（管理グループを代表する１のＦＯＭＡ、ＦＯＭＡユビキ
タス、Ｘｉ⼜はＸｉユビキタスをいいます。以下この欄におい
て同じとします。）を合わせて申し出ていただきます。 

(7) 当社は、契約者から新たに管理グループを構成する申出
があったとき、遠隔管理機能に係る操作を⾏うために必要と
なる暗証番号を管理グループ代表回線契約者回線へ送信
します。 

(8) 契約者は、本機能を利⽤するときは、当社が定める⽅法
により対象となる端末設備をあらかじめ登録していただきま
す。 

(9) 契約者は、前項の規定により登録された端末設備の変
更があったときは、当社が定める⽅法により新たに対象となる
端末設備を登録していただきます。 

(10) ⼀⻫同報機能を利⽤している契約者は、この機能を利
⽤して送信したｉモード電⼦メール⼜は通知の確認のために
必要な情報の送信に係る当社が定める情報を確認すること
ができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



イ この機能を利⽤している契約者（タイプ B を選択している者
に限ります。）は、次に定める機能を利⽤することができます。 

(ア) おまかせロック設定機能 
契約者回線（sp モード機能（33 欄に規定するものをい

います。以下この欄において同じとします。）の提供を受けて
いるものに限ります。）に接続されている端末設備（当社が
定めるものに限ります。以下この欄において「特定端末設
備」といいます。）において、第 91 条の５に規定するおまか
せロック及び端末ロックに係る⼀部の操作を、その契約者が
他のＦＯＭＡ及びＸｉに係る操作と合わせて⾏うこと。 

(イ) ドコモ接続設定機能 
特定端末設備において、sp モード機能及び第 88 条の３

に規定する無線 IP アクセスサービスに係る⼀部の操作を、そ
の契約者が他のＦＯＭＡ及びＸｉに係る操作と合わせて
⾏うこと。 

(ウ) 電話帳設定機能 
特定端末設備において、当社が設置した電気通信設備

（当社が定めるものに限ります。）に保存されたデータの受
信に係る操作を、その契約者が他のＦＯＭＡ及びＸｉに
係る操作と合わせて⾏うこと。 

(エ) ブラウザ利⽤制限機能 
sp モード機能において、当社が指定する⽅法に限り情報

を受信できるようにすること。 
(オ) ⼀⻫同報機能 

当社が定める⽅法による通知の確認のために必要な情
報を送信できるようにすること。 

(カ) 遠隔初期化機能 
特定端末設備に記録されたデータを消去するための情報

を⾃動的に取得するために必要な情報を受信できるように
すること。 

(キ) 遠隔カスタマイズ機能 
特定端末設備の機能制限等をするための情報を⾃動的

に取得するために必要な情報を受信できるようにすること。 

(11) 当社は、遠隔初期化機能⼜は遠隔カスタマイズ機能の
利⽤に伴い発⽣する損害については、第 80 条（責任の制
限）の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負
うものとし、端末設備に係る情報の変化若しくは消失、動作
不良⼜は第三者との紛議により⽣じた損害その他の損害に
ついては、⼀切の責任を負いません。 

(12) 遠隔初期化機能、遠隔カスタマイズ機能⼜は特定端末
設備管理機能を利⽤している契約者は、契約者回線に接
続されている端末設備に係る情報を取得するために必要な
情報を受信することができます。 

(13) (12)によるほか、契約者（タイプ B の提供を受けている
者に限ります。）は、契約者回線に接続されている端末設
備について、アプリケーション（当社が定めるものに限りま
す。）の設定を⾏うことができます。 

 (14) この機能に係る操作⽅法、操作項⽬その他の提供条
件については、当社が別に定めるところによります。 

（注）(14)に規定する当社が別に定めるところは、「あんしんマ
ネージャーサービス利⽤規約」に定めるところによります。 

 
 
 
別表３〜別表８ （略） 
 

別表９ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 
１ ２以外のもの 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
別表３〜別表８ （略） 
 

別表９ 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 
１ ２以外のもの 

 



地域 事業者名 利⽤できる通信の種類及び国際アウトローミング利⽤料の区分(通話
モード⼜は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通
信回線へ着信する通信に係るものを除きます。)に係るグループ 

通話モード 64kb/s デジタル
通信モード データ通信モード ショートメッセージ

通信モード 

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
ジ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ミャンマー連邦
共和国 

（略） （略） （略） （略） （略） 

Ooredoo Myanmar Limited 
６ － Ａ ○

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

オ
セ
ア
ニ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ヨ

ロ

パ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

地域 事業者名 利⽤できる通信の種類及び国際アウトローミング利⽤料の区分(通話モ
ード⼜は 64kb/s デジタル通信モードにより国際アウトローミングに係る電気通信
回線へ着信する通信に係るものを除きます。)に係るグループ 

通話モード 64kb/s デジタル
通信モード データ通信モード ショートメッセージ

通信モード 

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ア
ジ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ミャンマー連邦
共和国 

（略） （略） （略） （略） （略） 

Ooredoo Myanmar Limited 
△６ － △Ａ △ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

オ
セ
ア
ニ
ア
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ヨ

ロ

パ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 



ア
フ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） 

 
（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成 27 年 11 ⽉ 30 ⽇までの間において提供開始予定であり、それぞれ

提供が開始されたときにはインターネット等を利⽤してそのことを掲⽰します。 
 

２ （略） 
 
 

別表 10 （略） 
 
 
 
 
 

附則（平成 27 年９⽉ 18 ⽇経企第 1156 号） 
（実施期⽇） 

１ この改正規定は、平成 27 年 10 ⽉１⽇から実施します。 
   （経過措置） 

２ この改正規定実施前に⽀払い⼜は⽀払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料⾦その他の債務については、なお従前のとおり
とします。 

   （グループ管理機能に係る経過措置） 
３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適⽤を受けているグループ管理機能（改正前の規定により選択の申込みの承諾

を受けているものを含みます）の料⾦その他の提供条件は次のとおりとします。 
 (1) 付加機能使⽤料については、次表のとおりとします。 

区      分 単   位 
料⾦額（⽉額） 

次の税抜額 
（かっこ内は税込額）

（略） （略） （略） 

グ
ル

プ
管
理
機
能 

タイプＡ（ビジ
ネス mopera あ
んしんマネージャ
ー） 

基本機能 基本額（１管理グループごとに） 1,000 円 (  1,080 円)

追
加
機
能

予備管理機能 加算額（１管理回線ごとに） 500 円 (    540 円) 
共通管理機能 加算額（１管理回線ごとに） 500 円 (    540 円) 

  ブラウザ利⽤制限機能⼜は⼀
⻫同報機能 

加算額（１管理グループごとに）  

   登録可能数   
 ５まで  500 円 (    540 円) 

ア
フ
リ
カ
地
⽅ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） 

 
（注）通信の種類のうち△印が付されているものについては、平成 27 年 10 ⽉ 31 ⽇までの間において提供開始予定であり、それぞれ 

提供が開始されたときにはインターネット等を利⽤してそのことを掲⽰します。 
 

２ （略） 
 
 

別表 10 （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 まで  1,000 円 (  1,080 円)
   15 まで  1,500 円 (  1,620 円)
   20 まで  2,000 円 (  2,160 円)
   25 まで  2,500 円 (  2,700 円)
   30 まで  3,000 円 (  3,240 円)
   40 まで  4,000 円 (  4,320 円)
   50 まで  5,000 円 (  5,400 円)
   60 まで  6,000 円 (  6,480 円)
   70 まで  7,000 円 (  7,560 円)
   80 まで  8,000 円 (  8,640 円)
   90 まで  9,000 円 (  9,720 円)
   100 まで  10,000 円 ( 10,800 円)
   101 以上  別に定める額 
   遠隔初期化機能 加算額（１管理グループごとに）  
   登録可能数  
 ５まで  700 円 (    756 円) 
 10 まで  1,400 円 (  1,512 円)
   15 まで  2,100 円 (  2,268 円)
   20 まで  2,800 円 (  3,024 円)
   25 まで  3,500 円 (  3,780 円)
   30 まで  4,200 円 (  4,536 円)
   40 まで  5,600 円 (  6,048 円)
   50 まで  7,000 円 (  7,560 円)
   60 まで  8,400 円 (  9,072 円)
   70 まで  9,800 円 ( 10,584 円)
   80 まで  11,200 円 ( 12,096 円)
   90 まで  12,600 円 ( 13,608 円)
   100 まで  14,000 円 ( 15,120 円)
   101 以上  別に定める額 
   遠隔カ

スタマイズ
機能 

特定端末設備に係
るもの 

加算額（１管理グループごとに）  

   登録可能数   
   ５まで  500 円 (    540 円) 
    10 まで  1,000 円 (  1,080 円)
    15 まで  1,500 円 (  1,620 円)
    20 まで  2,000 円 (  2,160 円)
    25 まで  2,500 円 (  2,700 円)
    30 まで  3,000 円 (  3,240 円)
    40 まで  4,000 円 (  4,320 円)
    50 まで  5,000 円 (  5,400 円)
    60 まで  6,000 円 (  6,480 円)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    70 まで  7,000 円 (  7,560 円)
    80 まで  8,000 円 (  8,640 円)
    90 まで  9,000 円 (  9,720 円)
    100 まで  10,000 円 ( 10,800 円)
    101 以上  別に定める額 
    特定端末設備以

外の端末設備に係る
もの 

加算額（１管理グループごとに）  

   登録可能数   
   ５まで  350 円 (    378 円) 
    10 まで  700 円 (    756 円) 
    15 まで  1,050 円 (  1,134 円)
    20 まで  1,400 円 (  1,512 円)
    25 まで  1,750 円 (  1,890 円)
    30 まで  2,100 円 (  2,268 円)
    40 まで  2,800 円 (  3,024 円)
    50 まで  3,500 円 (  3,780 円)
    60 まで  4,200 円 (  4,536 円)
    70 まで  4,900 円 (  5,292 円)
    80 まで  5,600 円 (  6,048 円)
    90 まで  6,300 円 (  6,804 円)
    100 まで  7,000 円 (  7,560 円)
    101 以上  別に定める額 
   ｉモード管理機能 加算額（１管理回線ごとに） 500 円 (    540 円) 
 タイプＢ（ビジ

ネス mopera コマ
ンドダイレクト） 

基本機能 基本額（１管理グループごとに）  
  登録可能数  
  100 まで  30,000 円 ( 32,400 円)
  120 まで  32,400 円 ( 34,992 円)
   140 まで  37,800 円 ( 40,824 円)
   160 まで  43,200 円 ( 46,656 円)
   180 まで  48,600 円 ( 52,488 円)
   200 まで  54,000 円 ( 58,320 円)
   250 まで  60,000 円 ( 64,800 円)
   300 まで  72,000 円 ( 77,760 円)
   350 まで  84,000 円 ( 90,720 円)
   400 まで  96,000 円 (103,680 円)
   401 以上  別に定める額 
  追

加
機
能

おまかせロック設定機能⼜は
電話帳設定機能 

加算額（１管理グループごとに）  

  登録可能数   
   100 まで  10,000 円 ( 10,800 円)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   120 まで  10,800 円 ( 11,664 円)
   140 まで  12,600 円 ( 13,608 円)
   160 まで  14,400 円 ( 15,552 円)
   180 まで  16,200 円 ( 17,496 円)
   200 まで  18,000 円 ( 19,440 円)
   250 まで  20,000 円 ( 21,600 円)
   300 まで  24,000 円 ( 25,920 円)
   350 まで  28,000 円 ( 30,240 円)
   400 まで  32,000 円 ( 34,560 円)
   401 以上  別に定める額 
   ドコモ接続設定機能、ブラウザ

利⽤制限機能⼜は⼀⻫同報機
能 

加算額（１管理グループごとに）  

   登録可能数  
 100 まで  5,000 円 (  5,400 円)
   120 まで  5,400 円 (  5,832 円)
   140 まで  6,300 円 (  6,804 円)
   160 まで  7,200 円 (  7,776 円)
   180 まで  8,100 円 (  8,748 円)
   200 まで  9,000 円 (  9,720 円)
   250 まで  10,000 円 ( 10,800 円)
   300 まで  12,000 円 ( 12,960 円)
   350 まで  14,000 円 ( 15,120 円)
   400 まで  16,000 円 ( 17,280 円)
   401 以上  別に定める額 
  遠隔初期化機能 加算額（１管理グループごとに）  
   登録可能数  
   100 まで  14,000 円 ( 15,120 円)
   120 まで  15,120 円(16,329.6 円)
   140 まで  17,640 円(19,051.2 円)
   160 まで  20,160 円(21,772.8 円)
   180 まで  22,680 円(24,494.4 円)
   200 まで  25,200 円 ( 27,216 円)
   250 まで  28,000 円 ( 30,240 円)
   300 まで  33,600 円 ( 36,288 円)
   350 まで  39,200 円 ( 42,336 円)
   400 まで  44,800 円 ( 48,384 円)
   401 以上  別に定める額 
  遠隔カスタマイズ機能 加算額（１管理グループごとに）  
   登録可能数  
 100 まで  7,000 円 (  7,560 円)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   120 まで  7,560 円 (8,164.8 円)
   140 まで  8,820 円 (9,525.6 円)
   160 まで  10,080 円(10,886.4 円)
   180 まで  11,340 円(12,247.2 円)
   200 まで  12,600 円 ( 13,608 円)
   250 まで  14,000 円 ( 15,120 円)
   300 まで  16,800 円 ( 18,144 円)
   350 まで  19,600 円 ( 21,168 円)
   400 まで  22,400 円 ( 24,192 円)
   401 以上  別に定める額 

(2) 本機能の提供条件については、次のとおりとします。 
 ア ｉモード通信履歴閲覧機能及びｉモード管理機能については、ｉモード機能の提供を受けている契約者に限り、利⽤することが 

できます。 
 イ ドコモ接続設定機能、電話帳設定機能、ブラウザ利⽤制限機能及び⼀⻫同報機能については、ｉモード機能（特定端末設備管理

機能を利⽤しているときは、ｉモード機能⼜は sp モード機能）の提供を受けている契約者に限り、利⽤することができます。 
 ウ 契約者は、基本機能⼜は追加機能の利⽤の請求⼜は廃⽌の請求を⾏うときは、管理グループ（そのＦＯＭＡ並びにそのＦＯＭＡ

の料⾦と⼀括して料⾦が請求されるＦＯＭＡ及びＸi をいいます。以下この欄において同じとします。）ごとに、請求していただきます。 
 エ 契約者は、管理グループごとに登録できる契約者識別番号等（Ｘｉ⼜はＦＯＭＡの契約者識別番号をいいます。以下同じとしま

す。）の数(当社が定める数に限ります。以下「登録可能数」といいます。）をあらかじめ申し出ていただきます。 
 オ 当社は、管理グループに新たにＦＯＭＡが追加された場合⼜は削除された場合は、そのＦＯＭＡについて、この機能（追加機能を

含みます。）の利⽤の請求⼜は廃⽌の請求があったものとみなして取り扱います。 
 カ 契約者は、追加機能の登録に先⽴って、登録可能数をあらかじめ申し出ていただきます。 
 キ 契約者は、遠隔カスタマイズ機能に係る端末設備（特定端末設備を除きます。）の機能制限等をするための情報が、あらかじめ指定

した端末設備（特定端末設備を除きます。）において受信されたことを当社が確認したときは、料⾦表第１表第５（⼿続きに関する料
⾦）に規定する料⾦の⽀払いを要します。 
ク 当社は、遠隔初期化機能⼜は遠隔カスタマイズ機能の利⽤に伴い発⽣する損害については、第 80 条（責任の制限）の規定に該

当する場合に限り、その規定により責任を負うものとし、端末設備に係る情報の変化若しくは消失、動作不良⼜は第三者との紛議によ
り⽣じた損害その他の損害については、⼀切の責任を負いません。 

 ケ 追加機能（予備管理機能、共通管理機能及びｉモード管理機能を除きます。）を利⽤したときは、それぞれの登録可能数に応じ
て、料⾦表第１表第２に規定する加算額の⽀払いをそれぞれの機能ごとに要します。 

 コ この機能に係る操作⽅法、操作項⽬その他の提供条件については、当社が別に定める「ビジネス mopera あんしんマネージャー規約」
⼜は「ビジネス mopera コマンドダイレクト規約」に定めるところによります。 

(3) (1)(2)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。 
 ４ 当社は、新たにグループ管理機能に係る利⽤の請求があったときは、次の場合に限り、改正前の規定によりこの機能を提供します。 
   (1) グループ管理機能の提供を受けている契約者が追加機能の追加若しくは廃⽌を請求するとき。 
   (2) グループ管理機能の提供を受けている契約者が追加機能の登録可能数の変更を請求するとき。 
   （ワナンバー機能に係る経過措置） 

５ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適⽤を受けているワンナンバー機能（改正前の規定により選択の申込みの承諾を
受けているものを含みます）の料⾦その他の提供条件は次のとおりとします。 

 (1) 付加機能使⽤料については、次表のとおりとします。 
区      分 単   位 料⾦額（⽉額） 

ワンナンバー機能 １契約ごとに 150 円(162 円) 

 
 
 
 



(2) (1)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。 
 ６ 当社は、新たにワンナンバー機能に係る利⽤の請求があったときは、第８種接続装置に係る利⽤者と同⼀のＦＯＭＡ契約者からの
請求に限り、改正前の規定によりこの機能を提供します。 
 
 
 

 



国 際 電 話 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 
 

第１章〜第８章 （略） 
 

料⾦表 （略） 
 
別表 取扱地域 
 １ 通話モードに係るもの 
通話区分 取扱地域 
（略） （略） 
 
 
 
 

 
附 則（平成 27 年 9 ⽉ 18 ⽇経企第 1156 号） 

この改正規定は、平成 27 年 10 ⽉９⽇から実施します。 

 
第１章〜第８章 （略） 
 

料⾦表 （略） 
 
別表 取扱地域 
 １ 通話モードに係るもの 
通話区分 取扱地域 
（略） （略） 
備考 セイシェル及びディエゴ・ガルシアへの通話については、当分の間、取扱いを中⽌します。 
 
 
 
 

 



専 ⽤ 回 線 等 接 続 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 
第１章〜第2章 （略） 

第３章 ビジネスmopera契約 

（契約の単位） 
第７条 （略） 
（ビジネス mopera 契約申込の⽅法） 
第８条 ビジネス mopera 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を⾏う専

⽤回線等接続サービス取扱所に提出していただきます。 
(1) 専⽤回線等のサービスの種類等及び接続装置の種類等 
(2) 専⽤回線等に係る電気通信事業者の⽒名⼜は名称（当社が提出の必要が 

いと認める場合を除きます。） 
(3) 専⽤回線等に係る接続点の所在場所（当社が提出の必要がないと認める場合を除きます。） 
(4) ビジネス mopera サービスの利⽤態様（当社が提出の必要がないと認める場合を除きます。） 
(5) その他ビジネス mopera 契約申込の内容を特定するための事項 

２ 前項の規定によるほか、第９種接続装置（料⾦表第１表第１（接続装置使⽤料）に規定するものをいい、第９種接続装置
にあってはタイプ２に係るものに限ります。）を利⽤する場合は、ＩＰ電話番号（契約者からの請求により当社が付与する契約者識
別番号以外の番号であって、通信を⾏う際に使⽤するものをいいます。以下同じとします。）の希望数及び外線接続可能数（ＩＰ
電話番号を使⽤して１の第９種接続装置に係る接続点との間の通信を同時に⾏うことができる論理チャネルの数をいいます。以下同
じとします。）を契約申込書へ記載していただきます。 

３〜４ （略） 
第９条〜第 11 条 （略） 
第 11 条の２  第９種接続装置に係る契約者は、内線番号、Ｘｉ等内線番号（当社が定める基準にしたがって契約者が選択した

Ｘｉ⼜はＦＯＭＡ⽤の番号であって、当社が定める⽅法によりあらかじめ登録を⾏ったものをいいます。以下同じとします。）⼜は仮
想内線番号（当社が定める基準にしたがって契約者が選択し、当社が定める⽅法によりあらかじめ登録を⾏った番号であって、内線
番号及びＸｉ等内線番号以外のものをいいます。以下同じとします。）を使⽤して、第９種接続装置に接続された専⽤回線等に係
る接続点との間の通信を希望するときは、あらかじめ内線番号、Ｘｉ等内線番号及び仮想内線番号の数並びにＸｉ等内線番号接
続可能数（１の第９種接続装置に係る接続点からＸｉ等内線番号に係るアクセス回線への通信を同時に⾏うことができる論理チャ
ネルの数をいいます。以下同じとします。）を指定して届け出ていただきます。 

 
 

 
 

２ 当社は、第９種接続装置に係るビジネス mopera 契約において、内線番号、Ｘｉ等内線番号及び仮想内線番号の数並びにＸ
ｉ等内線番号接続可能数が、当社が定める数を超える場合を除き、内線番号に係る通信を⾏うために必要となる登録を⾏いま
す。 

 
 
 
３〜５ （略） 

第１章〜第2章 （略） 

第３章 ビジネスmopera契約 

（契約の単位） 
第７条 （略） 
（ビジネス mopera 契約申込の⽅法） 
第８条 ビジネス mopera 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を⾏う専

⽤回線等接続サービス取扱所に提出していただきます。 
(1) 専⽤回線等のサービスの種類等及び接続装置の種類等 
(2) 専⽤回線等に係る電気通信事業者の⽒名⼜は名称（当社が提出の必要が 

いと認める場合を除きます。） 
(3) 専⽤回線等に係る接続点の所在場所（当社が提出の必要がないと認める場合を除きます。） 
(4) ビジネス mopera サービスの利⽤態様（当社が提出の必要がないと認める場合を除きます。） 
(5) その他ビジネス mopera 契約申込の内容を特定するための事項 

２ 前項の規定によるほか、第８種接続装置⼜は第９種接続装置（料⾦表第１表第１（接続装置使⽤料）に規定するものを
いい、第９種接続装置にあってはタイプ２に係るものに限ります。）を利⽤する場合は、ＩＰ電話番号（契約者からの請求により当
社が付与する契約者識別番号以外の番号であって、通信を⾏う際に使⽤するものをいいます。以下同じとします。）の希望数及び外
線接続可能数（ＩＰ電話番号を使⽤して１の第８種接続装置⼜は第９種接続装置に係る接続点との間の通信を同時に⾏うこ
とができる論理チャネルの数をいいます。以下同じとします。）を契約申込書へ記載していただきます。 

３〜４ （略） 
第９条〜第 11 条 （略） 
第 11 条の２ 第８種接続装置に係る契約者は、内線番号（当社が定める基準にしたがって契約者が選択した番号であって、当社が

定める⽅法によりあらかじめ登録を⾏ったものをいいます。以下同じとします。）を使⽤して、第８種接続装置に接続された専⽤回線
等に係る接続点との間の通信を希望するときは、あらかじめ内線グループ（内線番号を使⽤して専⽤回線に係る接続点との間の通信
を⾏うことのできるグループをいいます。以下同じとします。）を指定して届け出ていただきます。 

２ 第９種接続装置に係る契約者は、内線番号、Ｘｉ等内線番号（当社が定める基準にしたがって契約者が選択したＸｉ⼜はＦ
ＯＭＡ⽤の番号であって、当社が定める⽅法によりあらかじめ登録を⾏ったものをいいます。以下同じとします。）⼜は仮想内線番号
（当社が定める基準にしたがって契約者が選択し、当社が定める⽅法によりあらかじめ登録を⾏った番号であって、内線番号及びＸ
ｉ等内線番号以外のものをいいます。以下同じとします。）を使⽤して、第９種接続装置に接続された専⽤回線等に係る接続点と
の間の通信を希望するときは、あらかじめ内線番号、Ｘｉ等内線番号及び仮想内線番号の数並びにＸｉ等内線番号接続可能数
（１の第９種接続装置に係る接続点からＸｉ等内線番号に係るアクセス回線への通信を同時に⾏うことができる論理チャネルの数
をいいます。以下同じとします。）を指定して届け出ていただきます。 

３ 当社は、次のいずれかに該当する場合を除き、内線番号に係る通信を⾏うために必要となる登録を⾏います。 
(1) 第８種接続装置に係るビジネス mopera 契約において、その内線グループに係る全ての契約者の同意がないとき。 
(2) 第８種接続装置に係る契約者が当社の提供する国際電話サービスに係る契約を締結していないとき（その内線グループに係る

ビジネス mopera 契約者が、当社が提供する国際電話サービスに係る契約を締結していない場合を除きます。）。 
(3) 第９種接続装置に係るビジネス mopera 契約において、内線番号、Ｘｉ等内線番号及び仮想内線番号の数並びにＸｉ等

内線番号接続可能数が、当社が定める数を超えるとき。 
４〜６ （略） 



第 11 条の３〜第 23 条 （略） 
 
第４章〜第７章 （略） 
（通信の条件等） 
第 39 条 専⽤回線等接続サービスに係る通信の取扱いについては、この約款によるほか、通信の相⼿先となるアクセス回線に係る契約

約款に定めるところによります。 
２〜４ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 前４項の規定によるほか、第９種接続装置に係る専⽤回線等接続サービスの通信の条件は、次のとおりとします。 

(1)〜（2）（略）  
６ 前５項の規定によるほか、第 10 種接続装置に係る専⽤回線等接続サービスの通信の条件は、次のとおりとします。 

(1)〜（7）（略） 
７ 前６項の規定によるほか、第 12 種接続装置に係る専⽤回線等接続サービスの通信の条件は、次のとおりとします。 

（1）〜（2）（略） 
第 39 条の２〜第 40 条 （略） 
 
第９章 料⾦等 
第１節 料⾦及び⼯事費 
（料⾦及び⼯事費） 
第 41 条〜第 42 条 （略） 
第 43 条 契約者は、第４種接続装置、第９種接続装置、第 10 種接続装置⼜は第 12 種接続装置に接続する専⽤回線等に係る

接続点からアクセス回線等への通信（その通信が契約者以外の者によって⾏われる場合を含みます。）があったときは、料⾦表第１
表第３（通信料）の規定に基づいて算定した料⾦の⽀払いを要します。 

２〜5 （略） 
第 44 条〜第 46 条 （略） 
（預託⾦） 
第 47 条 契約者⼜は専⽤回線等接続契約に係る名義変更により新たにその契約者になろうとする者は、次の場合には、専⽤回線等

接続サービスの利⽤、名義変更の承諾⼜は付加機能の利⽤に先⽴って預託⾦を預け⼊れていただくことがあります。 
(1)〜（4）（略）  

２ （略） 
３ 前項の規定にかかわらず、第１項４号に規定するセンタ側課⾦機能（第１種接続装置若しくは第４種接続装置に係るものに限

ります。）の請求をした場合、⼜は第９種接続装置に係る専⽤回線等接続契約を締結している場合の預託⾦の額は、１契約当た
り 100 万円以内で当社が定める額とします。 

第 11 条の３〜第 23 条 （略） 
 
第４章〜第７章 （略） 
（通信の条件等） 
第 39 条 専⽤回線等接続サービスに係る通信の取扱いについては、この約款によるほか、通信の相⼿先となるアクセス回線に係る契約

約款に定めるところによります。 
２〜４ （略） 
５ 前４項の規定によるほか、第８種接続装置に係る専⽤回線等接続サービスの通信の条件は、次のとおりとします。 

(1) 専⽤回線等に係る接続点からＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス、ワイドスター通信サービス⼜は卸携帯電話サービスに係る契約
者回線等（当該契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします｡)へ通信を⾏うことができます。 

(2) 専⽤回線等に係る接続点との間の通信は、ＩＰ電話番号を使⽤して⾏っていただきます。 
 ただし、同⼀の内線グループにおける通信は、内線番号を使⽤して⾏うことができます。 

(3) 専⽤回線等に係る接続点との間の通信は、接続装置の区分及び専⽤回線等の伝送速度に応じて、同時に接続できる数に上
限があります。 

(4) 当社は、電気通信設備の保守上⼜は⼯事上やむを得ないときは、通信を切断することがあります。 
(5) 前号の規定によるほか、専⽤回線等に係る接続点との間において⼀定時間データが伝送されていないとき⼜は⼀定時間以上通

信が継続したときは、通信を切断することがあります。 
(6) 専⽤回線等に係る接続点との間の通信は、当社が定める⽅法により⾏っていただきます。 

６ 前５項の規定によるほか、第９種接続装置に係る専⽤回線等接続サービスの通信の条件は、次のとおりとします。 
(1)〜（2）（略）  

７ 前６項の規定によるほか、第 10 種接続装置に係る専⽤回線等接続サービスの通信の条件は、次のとおりとします。 
(1)〜（7）（略） 

８ 前７項の規定によるほか、第 12 種接続装置に係る専⽤回線等接続サービスの通信の条件は、次のとおりとします。 
（1）〜（2）（略） 

第 39 条の２〜第 40 条 （略） 
 
第９章 料⾦等 
第１節 料⾦及び⼯事費 
（料⾦及び⼯事費） 
第 41 条〜第 42 条 （略） 
第 43 条 契約者は、第４種接続装置、第８種接続装置、第９種接続装置、第 10 種接続装置⼜は第 12 種接続装置に接続す

る専⽤回線等に係る接続点からアクセス回線等への通信（その通信が契約者以外の者によって⾏われる場合を含みます。）があった
ときは、料⾦表第１表第３（通信料）の規定に基づいて算定した料⾦の⽀払いを要します。 

２〜5 （略） 
第 44 条〜第 46 条 （略） 
（預託⾦） 
第 47 条 契約者⼜は専⽤回線等接続契約に係る名義変更により新たにその契約者になろうとする者は、次の場合には、専⽤回線等

接続サービスの利⽤、名義変更の承諾⼜は付加機能の利⽤に先⽴って預託⾦を預け⼊れていただくことがあります。 
(1)〜（4）（略）  

２ （略） 
３ 前項の規定にかかわらず、第１項４号に規定するセンタ側課⾦機能（第１種接続装置若しくは第４種接続装置に係るものに限

ります。）の請求をした場合、⼜は第８種接続装置若しくは第９種接続装置に係る専⽤回線等接続契約を締結している場合の預
託⾦の額は、１契約当たり 100 万円以内で当社が定める額とします。 



４〜5 （略） 
第５節 割増⾦及び延滞利息 
（割増⾦） 
第 48 条 〜第 55 条の２ （略） 
 
第 12 章 雑則 
（発信者番号通知） 
第 56 条 第９種接続装置⼜は第 10 種接続装置に接続された専⽤回線等に係る接続点からの通信等については、ＩＰ電話番号

⼜は内線番号をその通信の着信のあったアクセス回線等へ通知します。 
 ただし、内線グループにおける通信及び第 10 種接続装置に接続された専⽤回線等に係る接続点からの通信以外の通信に限り、

発信者は当社が別に定める⽅法によりＩＰ電話番号を通知しないことができます。 
2 （略） 
（注）（略） 
第 57 条 （略） 
（利⽤に係る契約者の義務） 
第 58 条 契約者は、次のことを守っていただきます。 
(1)〜（5）（略）  
(6) 専⽤回線等に係る接続点との間の通信（第９種接続装置及び第 10 種接続装置に係るものに限ります。）は、当社が定める通

信の品質を確保して⾏うこと。 
(7) 〜（9）（略） 
2〜4 （略） 
第 59 条〜第 59 条の４ （略） 
第 59 条の５ 第９種接続装置（タイプ２に係るものに限ります。）に係るビジネス mopera 契約の申込みを承諾された者は、当社が

定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、国際電話契約を締結したこととなります。 
 ただし、ビジネスmopera契約の申込みを受けた者から当社に対してその国際電話契約を締結しない旨の意思表⽰があったときはこ
の限りでありません。 

２ （略） 
第 60 条〜第 62 条 （略） 
 
第 13 章 （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４〜5 （略） 
第５節 割増⾦及び延滞利息 
（割増⾦） 
第 48 条 〜第 55 条の２ （略） 
 
第 12 章 雑則 
（発信者番号通知） 
第 56 条 第８種接続装置、第９種接続装置⼜は第 10 種接続装置に接続された専⽤回線等に係る接続点からの通信等について

は、ＩＰ電話番号⼜は内線番号をその通信の着信のあったアクセス回線等へ通知します。 
 ただし、内線グループにおける通信及び第 10 種接続装置に接続された専⽤回線等に係る接続点からの通信以外の通信に限り、

発信者は当社が別に定める⽅法によりＩＰ電話番号を通知しないことができます。 
2 （略） 
（注）（略） 
第 57 条 （略） 
（利⽤に係る契約者の義務） 
第 58 条 契約者は、次のことを守っていただきます。 
(1)〜（5）（略）  
(6) 専⽤回線等に係る接続点との間の通信（第８種接続装置、第９種接続装置及び第 10 種接続装置に係るものに限ります。）

は、当社が定める通信の品質を確保して⾏うこと。 
(7) 〜（9）（略） 
2〜4 （略） 
第 59 条〜第 59 条の４ （略） 
第 59 条の５ 第８種接続装置⼜は第９種接続装置（タイプ２に係るものに限ります。）に係るビジネス mopera 契約の申込みを承

諾された者は、当社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、国際電話契約を締結したこととなります。 
 ただし、ビジネスmopera契約の申込みを受けた者から当社に対してその国際電話契約を締結しない旨の意思表⽰があったときはこ
の限りでありません。 

２ （略） 
第 60 条〜第 62 条 （略） 
 
第 13 章 （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
通則 （略） 
 
第１表 料⾦（その他のサービスの料⾦を除きます。） 
第１ 接続装置使⽤料 
 
 
 
 
１ 適⽤ 

接 続 装 置 使 ⽤ 料 の 適 ⽤ 
接続装置の種類等 ア ビジネス mopera サービスに係る接続装置には、次の種類があります。 

種類 内     容 
（略） （略） 

(キ） 削除  
 
 
 
 
 

(ク） 削除  
 
 
 

（略） （略） 

イ〜ス （略） 
 
 
 
 
 
 
 セ 第９種接続装置にはイーサネット接続⽤のもの⼜はＩＰ網接続⽤のものがあり、その内容については、
オの規定に準じるものとします。 

 
 
ソ〜ツ （略） 
テ ツの規定によるほか、第 11 種接続装置の接続装置使⽤料は、次の区分があり、接続されるアクセス回
線の種類に応じて、２（料⾦額）の２－11 に規定する料⾦を適⽤します。 
表（略） 
ト 契約者はノに規定するタイプ２に係る第 11 種接続装置の提供を受けるときは、１の第１種接続契約
を指定し、当社に申し出ていただきます。 

 
通則 （略） 
 
第１表 料⾦（その他のサービスの料⾦を除きます。） 
第１ 接続装置使⽤料 
 
 
 
 
１ 適⽤ 

接 続 装 置 使 ⽤ 料 の 適 ⽤ 
接続装置の種類等 ア ビジネス mopera サービスに係る接続装置には、次の種類があります。 

種類 内     容 
（略） （略） 

(キ） 第７種接続装置（ビジネス moperaＧ
ＰＳロケーション） 

専⽤回線等接続契約に基づき、ＦＯＭＡサー
ビス⼜はＸｉサービスの契約者回線との間で別
表２（付加機能）に定める位置情報受信機
能に係る通信を⾏うことができるようにするために
設置するもの 

(ク) 第８種接続装置（ビジネス moperaＩＰ
セントレックス） 

専⽤回線等接続契約に基づき、主として通話
（おおむね３kHz の帯域を使⽤して⾳声その他
の⾳響を電気通信回線を通じて送り、⼜は受け
る通信）を⾏うことができるようにするために設置
するもの 

（略） （略） 

イ〜ス （略） 
セ 第７種接続装置には次の区分があり、２（料⾦額）のとおり料⾦を適⽤します。 

区   分 内        容 
⾼速デジタル接続⽤のも
の 

協定事業者が提供する⾼速ディジタル伝送サービス（当社が接続
可能なものに限ります。）の電気通信回線を接続するための装置。 

インターネット接続⽤のも
の 

協定事業者が提供するインターネットサービス（当社が指定したも
のに限ります。）を経由して通信を⾏うためのもの 

ソ 第８種接続装置及び第９種接続装置にはイーサネット接続⽤のもの⼜はＩＰ網接続⽤のものがあり、
その内容については、オの規定に準じるものとします。 

タ 第８種接続装置の接続装置使⽤料は、接続装置の種類等及び当社から付与されたＩＰ電話番号
及び内線番号の数並びに外線接続可能数に応じて２（料⾦額）のとおり料⾦を適⽤することとします。 
チ〜ト （略） 
ナ テの規定によるほか、第11種接続装置の接続装置使⽤料は、次の区分があり、接続されるアクセス回
線の種類に応じて、２（料⾦額）の２－11 に規定する料⾦を適⽤します。 
表（略） 
ニ 契約者はナに規定するタイプ２に係る第 11 種接続装置の提供を受けるときは、１の第１種接続契約
を指定し、当社に申し出ていただきます。 



ナ〜ネ （略） 
ノ ネに規定する⾼速デジタル接続⽤のものには、次の種別があります。 
表（略） 

 
２ 料⾦額 
２－１〜２－6 （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
２－7〜２－13 （略） 
第２ 付加機能使⽤料 
１ 適⽤ 

付 加 機 能 使 ⽤ 料 の 適 ⽤ 
(1) 削除  

 
 
 
 

ヌ〜ハ （略） 
ヒ ハに規定する⾼速デジタル接続⽤のものには、次の種別があります。 
表（略） 

 
２ 料⾦額 
２―１〜２－６ （略） 
２－７ 第７種接続装置に係るもの 

１契約ごとに 

区       分 
料 ⾦ 額 （⽉ 額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 
接続装置 ⾼速デジタル接続⽤のもの 8,000 円 (8,640 円) 

インターネット接続⽤のもの 1,000 円 (1,080 円) 
 
２－８ 第８種接続装置に係るもの 

区      分 料 ⾦ 額  （⽉額） 
次の税抜額（かっこ内は税込額） 

接続 
装置 

基本額 イーサネット接 
続⽤のもの 

10Mb/s
以 
下タイプ 

１契約

ごとに 

 

 

 

8,000 円 ( 8,640 円) 

100Mb/s
以下タイ 
プ 

12,000 円 (12,960 円) 

ＩＰ網接続⽤の 
もの 

14 論理チ
ャネルタ 
イプ 

5,000 円 ( 5,400 円) 

28 論理チ
ャネルタ 
イプ 

10,000 円 (10,800 円) 

加算額 １ＩＰ電話番号ごとに  100 円 ( 108 円) 
１内線番号ごとに  400 円 ( 432 円) 
１外線接続可能数ごとに  800 円 ( 864 円) 

 
２－９〜２－15 （略） 
第２ 付加機能使⽤料 
１ 適⽤ 

付 加 機 能 使 ⽤ 料 の 適 ⽤ 
(1) 位置情報受信機能

に係る付加機能使⽤料
の適⽤ 

ア 位置情報受信機能に係る１位置情報受信ごとの付加機能使⽤料は、当該機能の利⽤により⽣
じた、ＦＯＭＡサービス⼜はＸｉサービスの位置情報通知機能に係る付加機能使⽤料を含みま
す。 

イ 位置情報受信機能に係る付加機能使⽤料にはプランＡ、プランＢ及びプランＣの区分があり、契約
者は、この機能の提供を受ける場合は、あらかじめいずれかを選択していただきます。 



 
 
 
 
 
 

(2)〜(3) （略） （略） 
 
２ 料⾦額 

区分 単位 料⾦額 
次の税抜額（かっこ内は税込額） 

（略） （略） （略） 
接続迂回機能 （略） （略） （略） 

  

（略） （略） （略） 

   

（略） （略） （略） 

 
 

  

（略） （略） （略） 

ウ 契約者は、それぞれの区分ごとに１暦⽉において受信した位置情報の数が、プランＡにあっては 500
まで、プランＢにあっては10,000まで、プランＣにあっては30,000までの付加機能使⽤料（１位置
情報受信ごとの付加機能使⽤料に限ります。)の⽀払いを要しません。 

エ 通則第３項（料⾦の計算⽅法等）及び第４項の規定に基づき付加機能使⽤料を⽇割するとき
は、「500」を「500 を⽇割した数」に、「10,000」を「10,000 を⽇割した数」に、「30,000」を
「30,000 を⽇割した数」に、それぞれ読み替えて適⽤します。 

(2)〜(3) （略） （略） 
 
２ 料⾦額 

区分 単位 料⾦額 
次の税抜額（かっこ内は税込額） 

（略） （略） （略） 
接続迂回機能 （略） （略） （略） 

第８種接続装置に
係るもの 

１接続装置ごとに (1) 10Mb/s 以下タイプ 
8,000 円( 8,640 円) 
100Mb/s 以下タイプ 

12,000 円( 12,960 円) 
(2) 14 論理チャネルタイプ 

5,000 円( 5,400 円) 
28 論理チャネルタイプ 

10,000 円( 10,800 円) 
（略） （略） （略） 

位置情報受信機能 １契約ごとに (1) プランＡ 
6,000 円(     6,480 円) 

(2) プランＢ 
60,000 円(    64,800 円) 

(3) プランＣ 
150,000 円(   162,000 円) 

１位置情報受信ごとに (1) プランＡ 
10 円(      10.8 円) 

(2) プランＢ 
５円(       5.4 円) 

(3) プランＣ 
３円(      3.24 円) 

（略） （略） （略） 

プレゼンス機能 １内線番号ごとに 300 円( 324 円) 

（略） （略） （略） 



   

（略） 
 

（略） 
 

（略） 
 

 
第３ 通信料 
１ 適⽤ 

通  信  料  の  適  ⽤ 
(1) 通信時間等の 
測定等 

ア 第９種接続装置（タイプ２に係るものに限ります。）及び第 10 種接続装置に係る通信時間は、
専⽤回線等に係る接続点とアクセス回線等との間を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、
契約者⼜は着信者による端末設備の操作等により通信終了の信号を受けて、その通信をできない状
態にした時刻（第 39 条（通信の条件等）の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻としま
す。）までの経過時間とし、当社の機器（相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みま
す。）により測定します。 
イ〜ウ （略） 

(1)の２ 第10種接続装
置に係る通信料の適⽤ 

第 10 種接続装置に係る接続点から、第９種接続装置に係る接続点への通信については、⽀払いを
要しません。 
 

(1)の３ 第９種接続装
置に係る通信料の適⽤ 

ア〜エ （略） 
オ 第９種接続装置に係る接続点から、第９種接続装置及び第 10 種接続装置に係る接続点への
通信については、⽀払いを要しません。 

(1)の４〜(2)   （略） 
(3) 携帯電話通信料の
⽉極割引の適⽤ 

携帯電話通信料の⽉極割引とは、第９種接続装置に接続する専⽤回線等に係る接続点から、ＦＯ
ＭＡサービス、Ｘｉサービス⼜は卸携帯電話サービスの契約者回線等への通信を⾏った場合に、その
通信に関する料⾦の⽉間累計額から次表に規定する額の割引を⾏うことをいいます。 

(4)〜(6) （略） 

２ 料⾦額 
 
 
 
 
 
 
 
 
２―１ 第９種接続装置に係るもの 
表 （略） 
２―２ 第 10 種接続装置に係るもの 
２－２－１ ２－２－２以外のもの 
表 （略） 
２－２－２ ファクシミリ送信に係るもの 

電話会議昨⽇ 電話会議開催可 
能数１ごとに 

1,000 円( 1,080 円) 

（略） （略） （略） 

 
第３ 通信料 
１ 適⽤ 

通  信  料  の  適  ⽤ 
(1) 通信時間等の 
測定等 

ア 第８種接続装置、第９種接続装置（タイプ２に係るものに限ります。）及び第 10 種接続装置に
係る通信時間は、専⽤回線等に係る接続点とアクセス回線等との間を接続して通信できる状態にした
時刻から起算し、契約者⼜は着信者による端末設備の操作等により通信終了の信号を受けて、その
通信をできない状態にした時刻（第 39 条（通信の条件等）の規定により当社が通信を切断したとき
は、その時刻とします。）までの経過時間とし、当社の機器（相互接続通信の場合には協定事業者の
機器を含みます。）により測定します。 
イ〜ウ （略） 

(1)の２ 第８種接続装
置⼜は第 10 種接続装置
に係る通信料の適⽤ 

第８種接続装置⼜は第 10 種接続装置に係る接続点から、第８種接続装置及び第９種接続装置
に係る接続点への通信については、⽀払いを要しません。 

(1)の３ 第９種接続装
置に係る通信料の適⽤ 

ア〜エ （略） 
オ 第９種接続装置に係る接続点から、第８種接続装置、第９種接続装置及び第 10 種接続装置
に係る接続点への通信については、⽀払いを要しません。 

(1)の４〜(2)   （略） 
(3) 携帯電話通信料の
⽉極割引の適⽤ 

携帯電話通信料の⽉極割引とは、第８種接続装置⼜は第９種接続装置に接続する専⽤回線等に
係る接続点から、ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス⼜は卸携帯電話サービスの契約者回線等への通信
を⾏った場合に、その通信に関する料⾦の⽉間累計額から次表に規定する額の割引を⾏うことをいいま
す。 

(4)〜(6) （略） 

２ 料⾦額 
２―１ 第８種接続装置に係るもの 

料  ⾦  種  別 料 ⾦ 額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 
通信料  

下欄以外のもの ３分までごとに８円 ( 8.64 円) 
当社及び協定事業者が提供する携帯電話サービス⼜はＰＨＳサービスの
契約者回線等への通信 

１分までごとに 18 円 (19.44 円) 

当社が提供するワイドスター通信サービスの契約者回線への通信 １分までごとに 60 円 ( 64.8 円) 
２―２ 第９種接続装置に係るもの 
表 （略） 
２―３ 第 10 種接続装置に係るもの 
２－３－１ ２－３－２以外のもの 
表 （略） 
２－３－２ ファクシミリ送信に係るもの 



 １通信⾴ごとに  税抜額 25 円 (税込額 27 円) 
第４ ⼿続きに関する料⾦ 
１ 適⽤ 

⼿ 続 き に 関 す る 料 ⾦ の 適 ⽤ 

(1) （略） （略） 

(2) 削除  
 
 
 

(3)〜(4) （略） （略） 
２ 料⾦額 
表 （略） 
第５ ユニバーサルサービス料 
１ 適⽤ 

ユ ニ バ ー サ ル サ ー ビ ス 料 の 適 ⽤ 
(1) ユニバーサルサービス料に係る適⽤除外 第１種接続装置、第４種接続装置、第 11 種接続装置、第

12 種接続装置、特定接続装置、mopera 直収接続装置及び
通話録⾳接続装置に係る契約者は、ユニバーサルサービス料の
⽀払いを要しません。 

(2)第９種接続装置及び第 10 種接続装置に係るユニバーサル
サービス料の適⽤ 

第９種接続装置及び第 10 種接続装置に係るユニバーサルサー
ビス料の適⽤の単位については、２（料⾦額）の規定にかかわ
らず、１ＩＰ電話番号及び１ＧＷ接続⽤ＩＰ電話番号の数
に応じて２（料⾦額）に係る加算額を適⽤します。 

２ 料⾦額 
表 （略） 
（注）（略） 
第２表〜第３表 （略） 
 
別表１ （略） 
別表２ 付加機能 

種       類 提 供 条 件 
1〜13 （略） （略） 
14 接続迂回機能（スタンバイオプション）専⽤回線等との間
の通信において通信の相⼿先との接続が確認できない場合等に
利⽤するための電気通信回線（以下この欄において「予備回
線」といいます。）を接続するための機能をいいます。 

(1) 第１種接続装置、第９種接続装置及び第 11 種接続装
置に係るビジネス mopera サービス（当社が別に定めるものに限
ります。）に限り提供します。 
(2) （略） 
 
 
 
 

 １通信⾴ごとに  税抜額 25 円 (税込額 27 円) 
第４ ⼿続きに関する料⾦ 
１ 適⽤ 

⼿ 続 き に 関 す る 料 ⾦ の 適 ⽤ 

(1) （略） （略） 

(2) 契約事務⼿数料の適⽤
除外 

ＤＬＰサービスご利⽤規約に基づくＤＬＰサービス（Docomo Location Platform サービス) に関する
契約を締結している者が、その契約の解除と同時に、新たに当社とビジネス mopera 契約（第７種接続
装置に係るものに限ります｡)を締結する場合の契約事務⼿数料については、(1)欄及び２（料⾦額）の
規定にかかわらず、適⽤しません。 

(3)〜(4) （略） （略） 
２ 料⾦額 
表 （略） 
第５ ユニバーサルサービス料 
１ 適⽤ 

ユ ニ バ ー サ ル サ ー ビ ス 料 の 適 ⽤ 
(1) ユニバーサルサービス料に係る適⽤除外 第１種接続装置、第４種接続装置、第７種接続装置、第 11

種接続装置、第 12 種接続装置、特定接続装置、mopera 直
収接続装置及び通話録⾳接続装置に係る契約者は、ユニバー
サルサービス料の⽀払いを要しません。 

(2) 第８種接続装置、第９種接続装置及び第 10 種接続装
置に係るユニバーサルサービス料の適⽤ 

第８種接続装置、第９種接続装置及び第 10 種接続装置に
係るユニバーサルサービス料の適⽤の単位については、２（料⾦
額）の規定にかかわらず、１ＩＰ電話番号及び１ＧＷ接続⽤
ＩＰ電話番号の数に応じて２（料⾦額）に係る加算額を適⽤
します。 

２ 料⾦額 
表 （略） 
（注）（略） 
第２表〜第３表 （略） 
 
別表１ （略） 
別表２ 付加機能 

種       類 提 供 条 件 
1〜13 （略） （略） 
14 接続迂回機能（スタンバイオプション）専⽤回線等との間
の通信において通信の相⼿先との接続が確認できない場合等に
利⽤するための電気通信回線（以下この欄において「予備回
線」といいます。）を接続するための機能をいいます。 

(1) 第１種接続装置、第８種接続装置、第９種接続装置及
び第 11 種接続装置に係るビジネス mopera サービス（当社が
別に定めるものに限ります。）に限り提供します。 
(2) （略） 
(3) 第８種接続装置に係る接続迂回機能には次の種類があ
り、契約者はあらかじめいずれか１つを選択していただきます。 
① 10Mb/s 以下タイプ 
 （イーサネット接続⽤のもの） 



 
 
 
 
 
 (3)〜（4）（略） 
（注１）〜（注 2）（略） 

15 削除 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 100Mb/s 以下のもの 
 （イーサネット接続⽤のもの） 
③ 14 論理チャネルタイプ 
 （ＩＰ網接続⽤のもの） 
④ 28 論理チャネルタイプ 
 （ＩＰ網接続⽤のもの） 
(4)〜（５）（略） 
（注１）〜（注 2）（略） 

15 位置情報受信機能 
 ＦＯＭＡサービス⼜はＸｉサービスの位置情報通知機能によ
り送出された位置情報（そのＦＯＭＡサービス⼜はＸｉサービ
スの契約者回線に接続された端末設備の所在に係る緯度及び
経度等の情報をいいます。以下この欄において同じとします｡)を
受信できる機能をいいます。 

(1) 第７種接続装置に係るビジネス mopera サービスに限り提
供します。 
(2) 当社は、この機能を利⽤して位置情報送出の求めがあった
ときは、その位置情報送出の要求先となるＦＯＭＡサービス⼜
はＸｉサービス（以下この欄において「要求先回線」といいま
す。）へその旨、サービスＩＤ（当社が別に定めるところにより付
与する契約者識別番号以外の番号をいいます。）及びサービス
名称（当社の定める基準に従い、契約者からの申出により、⽂
字、数字及び記号等を組み合わせたものをいいます。）を通知し
ます。 
(3) 契約者は、この機能を利⽤して要求先回線へ位置情報の
送出を求め、その求めに応じて位置情報を受信したときは、料⾦
表第１表第２（付加機能使⽤料）に規定する位置情報受信
機能に係る付加機能使⽤料及び要求先回線に係る位置情報
通知機能に関する付加機能使⽤料の⽀払いを要します。 
(4) 契約者は、料⾦表第１表第２に規定する位置情報受信
機能に係るプランの変更を請求し、その承諾を受けたときは、料
⾦表第１表第４に規定する⼿続きに関する料⾦の⽀払いを要
します。 
(5) (2)の規定にかかわらず、要求先回線における設定、電波状
況⼜はその他の理由により、要求先回線への通知ができない場
合があります。 
(6) 当社は、この機能により受信した位置情報等に起因する損
害については、その原因の如何によらず⼀切の責任を負わないも
のとします。 
(7) 当社が第 54 条（責任の制限）の規定により損害の賠償
を⾏う場合において、位置情報受信機能のうち１位置情報受信
ごとの付加機能使⽤料に関する部分の賠償額の算定⽅法につ
いては、ＦＯＭＡサービス契約約款⼜はＸｉサービス契約約款
に定める通信に関する料⾦の場合に準ずるものとします。 
(8) ビジネス mopera 契約に係る名義変更（相続等によるも
のを除きます。）があった場合は、この機能は廃⽌されます。 
(9) 当社は、契約者が要求先回線に接続された端末設備の所
持者から位置情報の受信に関する同意を取得していないと認め
る相当の理由があるときは、この機能の提供を中⽌することがあり



 
 
 
 
 

16 削除  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 削除  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 留守番電話機能 
ＩＰ電話番号⼜は内線番号（ＶｏＩＰ－ＧＷ接続機能に
係るものを除きます。）により着信した通信のメッセージの蓄積及
び蓄積したメッセージを再⽣する機能をいいます。 

(1) 第９種接続装置（タイプ２に係るものに限ります。）に係
るビジネス mopera サービスに限り提供します。 

(2)〜（3）（略） 
 
 
 
 
 
(4)〜（7）（略） 

19 削除  

ます。 
(10) この機能を利⽤した位置情報の要求の⽅法その他の提供
条件については、当社が別に定めるところによります。 
（注）(2)及び(10)の当社が別に定めるところは、「ビジネス
moperaＧＰＳロケーションサービスご利⽤規約」に定めるところ
によります。 
 

16 プレゼンス機能 
(1) 専⽤回線等（同⼀内線グループに属 
する専⽤回線等を含みます。）に係るＩＰ電話番号ごとの通信
状態等を受信することができる機能をいいます。 
(2) この機能を利⽤している契約者は、インスタントメッセージ機
能（同⼀内線グループ内において内線番号及び契約者識別番
号を使⽤して⽂字、数字⼜は記号等からなるメッセージを送受信
するための機能をいいます。以下同じとします。）を利⽤すること
ができます。 

(1) 第８種接続装置に係るビジネス mopera サービスに限り提
供します。 
(2) 通信状態等の受信については当社の定める⽅法により⾏っ
ていただきます。 
(3) 契約者は、インスタントメッセージ機能に係るメッセージを、電
⼦メールとして、あらかじめ登録した電⼦メールのアドレスへ送信す
ることができます。 
(4) 当社は、この機能により受信した通信状態等に起因する損
害については、その原因の如何にかかわらず⼀切の責任を負わな
いものとします。 

17 ＶｏＩＰ－ＧＷ接続 
機能通信の接続先を識別するための情報を専⽤回線等へ送出
する機能をいいます。 

(1) 第８種接続装置に係るビジネス mopera サービスに限り提
供します。 
(2) 契約者は、この機能を利⽤して専⽤回線等から接続を⾏う
ための番号（以下「ＧＷ接続⽤ＩＰ電話番号といいます。）を
請求することができます。 
(3) 契約者は、あらかじめ同時接続数（ＧＷ接続⽤ＩＰ電話
番号を利⽤して同時に接続できる通信の限度となる数をいい、
当社が定める数以内とします。）を申し出ていた 
だきます。 
(4) ＧＷ接続⽤ＩＰ電話番号に関するその他の提供条件につ
いてはＩＰ電話番号の場合に準ずるものとします。 
 ただし、16 欄に規定するプレゼンス機能及び 18 欄に規定する
留守番電話機能に関してはこの限りではありません。 
(5) この機能の利⽤は、当社が定める⽅法により⾏っていただき
ます。 

18 留守番電話機能 
ＩＰ電話番号⼜は内線番号（ＶｏＩＰ－ＧＷ接続機能に
係るものを除きます。）により着信した通信のメッセージの蓄積及
び蓄積したメッセージを再⽣する機能をいいます。 

(2) 第８種接続装置⼜は第９種接続装置（タイプ２に係る
ものに限ります。）に係るビジネス mopera サービスに限り
提供します。 

(2)〜（3）（略） 
(4) この機能を利⽤している契約者（第８種接続装置に係る
ビジネス mopera サービス契約者に限ります。）は、メッセージの
蓄積があった場合に、その旨を電⼦メール⼜はインスタントメッセー
ジ機能に係るメッセージとして通知することができます。 
(5)〜（8）（略） 
 

19 電話会議機能 (1) 第８種接続装置に係るビジネス mopera サービス（当社



 
 
 
 
 
 

20 メッセージ応答機能 
 当社が定める⽅法により契約者が指定したＩＰ電話番号への
通信に対し、メッセージにより不在等を案内する機能をいいます。 

(1) 第９種接続装置（タイプ２に係るものに限ります。）に係
るビジネス mopera サービス（当社が別に定めるものを除
きます。）に限り提供します。 

(2)〜（4）（略） 
21 削除  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22〜23 （略） （略） 

別表 3〜別表 4 （略） 
 
附 則（平成 27 年 9 ⽉ 18 ⽇経企第 1156 号） 
 （実施期⽇） 
１ この改正規定は、平成 27 年 10 ⽉１⽇から実施します。 

 
 通信中に、当社が定める⽅法により、その通信中のもの以外の
当社⼜は協定事業者が提供する電気通信回線等に接続して、
最⼤で同時に８の電気通信回線等との間で通信 (以下「電話
会議通信」といいます。）ができるようにする機能をいいます。 

が別に定めるものを除きます。）に限り提供します。 
(2) 契約者は、あらかじめ電話会議開催可能数（同時に電話
会議通信を⾏うことができる数をいいます。）を、当社に申し出て
いただきます。 
(3) この機能の利⽤は、当社が定める⽅法により⾏っていただき
ます。 

20 メッセージ応答機能 
 当社が定める⽅法により契約者が指定したＩＰ電話番号への
通信に対し、メッセージにより不在等を案内する機能をいいます。

(3) 第８種接続装置⼜は第９種接続装置（タイプ２に係る
ものに限ります。）に係るビジネス mopera サービス（当
社が別に定めるものを除きます。）に限り提供します。 

(2)〜（4）（略） 
21 ワンナンバー通知機能 
(1) ＦＯＭＡサービス契約約款及びＸｉサービス契約約款に
規定するワンナンバー機能（以下「ワンナンバー機能」といいま
す。）においてそのＩＰ電話番号が指定されている場合に、Ｉ
Ｐ電話番号に代えて、ワンナンバー機能の提供を受けているＦ
ＯＭＡサービス⼜はＸｉサービスの契約者識別番号（以下「ワ
ンナンバー番号」といいます。）を通知して通信を⾏うことができる
機能をいいます。 
(2) ここの機能を利⽤している契約者は、ＩＰ電話番号ごとの
通信の可否に関する情報をワンナンバー機能に係るＦＯＭＡサ
ービス⼜はＸｉサービスの電気通信設備に通知することができま 
す。 
(3) この機能を利⽤している契約者は、当社⼜は協定事業者
が提供する電気通信サービスの契約者回線⼜は公衆電話の電
話機等（当社が別に定めるものに限ります。）の電気通信番号
を登録することにより、登録された電気通信番号からの以後のワ
ンナンバー機能を利⽤した着信に対してお断りする旨の案内を⾃
動的に⾏う⼜は切断を⾏うこと（以下「迷惑電話ストップサービ
ス」といいます。）ができます。 
(4) この機能を利⽤している契約者は、ワンナンバー機能を利⽤
した通信（当社が別に定めるものに限ります。）であって、発信
者番号（発信に係る契約者回線⼜は他社契約者回線の電気
通信番号等をいいます。以下同じとします。）が通知されない発
信に対して、その発信者番号を通知してかけなおしてほしい旨を
発信者に通知すること（以下「番号通知お願いサービス」と 
いいます。）ができます。 

(1) 第８種接続装置に係るビジネス mopera サービスに限り提
供します。 
(2) ワンナンバー機能を利⽤することができない場合等は、ワンナ
ンバー番号を通知できないことがあります。 
(3) 当社は、ワンナンバー番号を通知する⼜は通知しないことに
伴い発⽣する損害については、ＩＰ電話番号の場合に準じて取
り扱います。 
(4) 当社は、迷惑電話ストップサービスにおいて、現に登録されて
いる電気通信番号からの着信に対しておことわりする旨を案内す
る場合、着信した時刻から当社が別に定める時間が経過した
後、その通信を打ち切ります。 
(5) 当社は、迷惑電話ストップサービスにおいて、当社の電気通
信設備の保守上⼜は⼯事上やむを得ないときは、現に登録され
ている電気通信番号を消去することがあります。 
(6) 当社は、迷惑電話ストップサービスにおいて、現に登録されて
いる電気通信番号からの着信に対しておことわりする旨の案内を
⾏うこと⼜は切断を⾏うことに伴い発⽣する損害については、責任
を負いません。 
(7) ビジネス mopera 契約に係る名義変更があった場合は、こ
の機能は廃⽌されます。 
(8) この機能に係る設定⽅法その他の提供条件は、当社が定
めるところによります。 
（注）迷惑電話ストップサービスにおいて着信をお断りする旨の
案内を⾏う場合は、専⽤回線等への通信と同様に、通信料が適
⽤されます。 

22〜23 （略） （略） 

別表 3〜別表 4 （略） 
 
 
 
 



 （料⾦の⽀払に関する経過措置） 
２ この改正規定実施前に、改正前の規定により⽀払⼜は⽀払わなければならなかった専⽤回線等接続サービスの料⾦の他の債務に

ついては、なお従前のとおりとします。 
  （第６種接続装置の提供に係る経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第６種接続装置に係るビジネス mopera サービスの料⾦その他の
提供条件については、次のとおりとします。 

(1) 接続装置使⽤料については、次表に定めるところによります。 
１契約ごとに 

区       分 
料 ⾦ 額 （⽉ 額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 
接続装置 ⾼速デジタル接続⽤のもの 8,000 円 (8,640 円)

インターネット接続⽤のもの 1,000 円 (1,080 円)
  (2) 位置情報受信機能に係る付加機能使⽤料については、次表に定めるところによります。 

区    分 単    位 
料 ⾦ 額 （⽉ 額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 
位置情報受信機能 １契約ごとに (1) プランＡ 

6,000 円(     6,480 円)
(2) プランＢ 

60,000 円(    64,800 円)
(3) プランＣ 

150,000 円(   162,000 円)
１位置情報受信ごとに (1) プランＡ 

10 円(      10.8 円)
(2) プランＢ 

５円(       5.4 円)
(3) プランＣ 

３円(      3.24 円)
(3) (1)及び(2)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。 
 ４ 当社は、新たに位置情報受信機能に係る利⽤の請求があったときは、第６種接続装置に係る利⽤者からの請求に限り、改正
前の規定によりこの機能を提供します。 

（第８種接続装置の提供に係る経過措置） 
５ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第８種接続装置に係るビジネス mopera サービスの料⾦その他の

提供条件については、次のとおりとします。 
(1) 接続装置使⽤料は次表に定めるところによります。 

区      分 料 ⾦ 額  （⽉額） 
次の税抜額（かっこ内は税込額） 

接続 
装置 

基本額 イーサネット接 
続⽤のもの 

10Mb/s
以 
下タイプ 

１契約

ごとに 

 

 

8,000 円 ( 8,640 円)

100Mb/s
以下タイ 
プ 

12,000 円 (12,960 円)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ＩＰ網接続⽤の 
もの 

14 論理チ
ャネルタ 
イプ 

 5,000 円 ( 5,400 円)

28 論理チ
ャネルタ 
イプ 

10,000 円 (10,800 円)

加算額 １ＩＰ電話番号ごとに  100 円 ( 108 円)
１内線番号ごとに  400 円 ( 432 円)
１外線接続可能数ごとに  800 円 ( 864 円)

(2) 接続迂回機能に係る付加機能使⽤料については、次表に定めるところによります。 
 

区分 単位 料⾦額 
次の税抜額（かっこ内は税込額） 

接続迂回機能 （略） （略） （略） 
第８種接続装置に 
係るもの 

１接続装置ごとに (1) 10Mb/s 以下タイプ
8,000 円( 8,640 円)
100Mb/s 以下タイプ

12,000 円( 12,960 円)
(2) 14 論理チャネルタイプ

5,000 円( 5,400 円)
28 論理チャネルタイプ

10,000 円( 10,800 円)
プレゼンス機能 １内線番号ごとに 300 円( 324 円)

電話会議機能 電話会議開催可 
能数１ごとに 

1,000 円( 1,080 円)

(3) (1)及び(2)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。 
６ 当社は、第８種接続装置に係る利⽤者から新たに第８種接続装置に係る利⽤の請求があったときは、加算額に係る接続装置に

限り、改正前の規定によりこの接続装置を提供します。 
７ 当社は、新たに留守番電話機能及びメッセージ応答機能の利⽤の請求があったときは、第８種接続装置に係る利⽤者からの請求

に限り、改正前の規定によりこの機能を提供します。 
８ 当社は、新たにプレゼンス機能、ＶｏＩＰ－ＧＷ接続、留守番電話機能、電話会議機能、メッセージ応答機能及びワンナンバー

通知機能の利⽤の請求があったときは、第８種接続装置に係る利⽤者からの請求に限り、改正前の規定によりこの機能を提供しま
す。 
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